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料
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資

第
九
節

比
較
法

比
較
法
は
国
際
私
法
に
と
っ
て
二
つ
の
形
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
即
ち
抵

(
出
)

触
法
の
比
較
と
し
て
と
、
実
質
法
の
比
較
と
し
て
、
で
あ
る
。

紙
触
法
の
比
較

l
l即
ち
相
異
な
る
国
内
的
な
或
い
は
そ
の
他
の
程
触
法

体
系
の
比
較
1

1
ー
は
若
干
の
特
殊
性
を
伴
う
が
一
般
的
な
比
較
法
の
一
分
野

(m) 

で
あ
る
c

1
.
抵
触
法
の
比
較
の
意
義
は
、
本
質
的
に
他
の
種
類
の
各
比
較
法
の
そ
れ
に

照
応
す
る
。
即
ち
刷
そ
れ
は
そ
の
特
殊
性
と
そ
の
隠
れ
た
共
通
性
を
き
わ
立
た

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
比
較
さ
れ
る
法
秩
序
の
よ
り
よ
き
理
解
に
役
立

つ。

ωそ
れ
は
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
の
他
の
解
決
の
可
能
性
、
ま
た
国
際
的

に
認
め
ら
れ
た
解
決
方
法
の
水
準
に
つ
い
て
教
え
、
か
く
て
(
そ
れ
が
裁
判
官

北法34(1・184)184 

に
よ
る
法
発
見
に
よ
る
か
立
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
か
し
て
)
自
国
法
の
絶
え

ざ
る
発
展
を
促
す
。
付
そ
れ
は
ま
ず
最
適
の
し
か
も
最
も
早
く
一
般
に
受
け
入

れ
ら
れ
う
る
解
決
方
法
を
見
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
の
後
に
統
一
さ
れ
た

法
の
一
様
な
適
用
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
法
統
一
を
準
備
し
そ
れ
に
随
伴
す

る
の
で
あ
る
(
前
述
第
二
節

E
を
み
よ
〉
。
同
そ
れ
は
国
家
的
実
証
主
義
の
精

神
的
狭
隆
さ
か
ら
解
放
す
る
。

実
定
的
国
内
国
際
私
法
の
適
用
が
外
国
抵
触
法
の
参
酌
を
も
た
ら
す
場
合
に

は
(
後
述
第
三
五
節
反
致
、
第
三
八
節
優
先
適
用
、
第
四
六
節
先
決
問
題
)
、

抵
触
法
の
比
較
に
は
更
に
特
別
の
任
務
が
付
け
加
わ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
に
な

お
外
国
抵
触
法
と
内
国
紙
触
法
の
比
較
を
云
々
し
う
る
か
は
疑
わ
し
い
。
更
に

渉
外
弁
護
士
も
、
若
干
の
国
際
的
に
管
轄
権
を
有
す
る
諸
国
の
聞
か
ら
そ
の
国



際
私
法
が
自
分
に
最
も
有
利
な
法
の
適
用
を
も
た
ら
す
国
を
探
す
場
合
に
低
触

法
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

{
加
)

2
・
世
界
の
四
大
法
圏
1
1
宗
教
的
法
圏
、
ロ
!
?
・
ド
イ
ツ
法
圏
、
ア
ン
グ

ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
圏
及
び
共
産
主
義
法
圏
が
そ
れ
ら
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
(
大

ま
か
に
単
純
化
し
て
い
え
ば
)
法
が
、
宗
教
の
一
部
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
命

令
と
し
て
、
裁
判
官
に
よ
る
判
決
と
し
て
若
し
く
は
支
配
し
て
い
る
政
党
の
闘

争
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
|
ー
の
う
ち
こ
こ
で
は
最
初
の
も
の
と
最
後

の
も
の
が
比
較
対
象
と
し
て
は
脱
落
す
る
。

宗
教
的
な
法
は
せ
い
ぜ
い
人
際
抵
触
法
を
生
み
出
す
に
す
ぎ
ず
(
後
述
第
四

二
節
を
み
よ
)
、
何
ら
空
間
的
そ
れ
を
生
み
出
さ
な
い
。
そ
れ
が
空
間
的
抵
触
法

の
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
特
に
国
際
的
な
商
取
引
の
領
域
に

(5) 

お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
を
直
接
に
継
受
す
る
か
模
倣
す
る
か
し
た
の

で
あ
る
。

第二版「国際1弘法の基礎理論」

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
哲
学
者
で
あ
る
ル
ネ
・
マ
ル
チ
ッ
ク
〈
河
思
&
宮
、
F
同宣

(
加
)

己
の
)
が
「
東
洋
の
没
落
」
1
1
6
即
ち
そ
の
生
活
様
式
の
l
l
l
と
述
べ
、
国
際

的
法
曹
会
議
に
お
い
て
今
日
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
代
表
者
逮
が
殊
に
そ
の
大

陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
教
育
に
従
っ
て
相
互

に
区
別
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
過
渡
的
段
階
の
顕
れ
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
。
ゲ
ル
マ

γ
人
が
そ
の
文
化
の
繁
栄
を
ロ

i

マ
派
を
経
過
し
た
後
に
な
っ
て

は
じ
め
て
達
成
し
た
よ
う
に
、
恐
ら
く
有
色
諸
民
族
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
文
化
と

の
対
決
の
後
に
は
じ
め
て
国
際
的
法
発
達
へ
の
固
有
の
寄
与
を
も
た
ら
し
う
る

(
加
)

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
共
産
主
義
諸
国
は
「
共
存
」
の
き
ざ
し
の
中
で
西
側
の
抵
触
法
に
対

す
る
以
前
の
そ
の
批
難
を
次
第
に
ひ
っ
こ
め
西
側
の
抵
触
法
に
適
応
し
て
き

(
抑
)

た
。
殊
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
抵
触
法
は
一
九
六
一
・
六
八
年
の
法
典
化
の
後
じ
お

い
て
も
極
め
て
未
発
達
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
東
側
の
他
の
い
か
な
る
国
も
大

て
い
の
適
切
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
九
一
三
・
一
四
年
草
案
に
影
響
を
う
け
た

自
ら
の
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
法
伝
統
を
そ
れ
に
よ
っ
て
放
棄
す
る
よ
う
そ
そ
ら

(
川
町
)

れ
る
と
い
う
感
じ
を
持
ち
え
な
い
で
い
る
の
で
あ
芯
。
|
|
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

制
定
法
と
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
判
例
法
の
対
立
も
、
詳
細
な
制
定
法
が

l
l

特
に
国
際
的
な
債
権
・
物
権
法
に
つ
い
て
|
1
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
い

う
限
り
で
は
国
際
私
法
に
お
い
て
は
何
ら
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
な

と
こ
ろ
で
判
例
の
立
法
に
対
す
る
優
位
が
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
経
験
主
義

に
の
み
対
応
し
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
体
系
的
思
考
に
と
っ
て
は
制
定
法
と
特

に
法
典
化
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
広
く
流
布
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
誤
り
で
あ
る
o
判
例
の
優
越
は
純
哲
学
的
・
体
系
的
演
鐸
に
お
い
て
も
主
張

(
加
)

さ
れ
る
。
特
に
抵
触
法
の
領
域
で
は
制
定
法
が
そ
れ
を
ま
れ
に
押
し
の
け
て
い

る
場
合
に
は
、
芙
国
判
例
は
制
定
法
を
文
言
に
忠
実
に
適
用
し
、
た
と
え
ば
一

八
六
一
年
の
遺
言
法
(
円
、
。
吋
仏
関

5
開
乱
。
耳
ロ
〆
〉
三
)
の
℃
2
1
8口
問

-
2丹同芯

北法34(1・185)185 



料

と
吋
叩
白

-
2同
丘
町
と
い
う
し
ば
し
ば
批
判
を
う
け
た
区
別
を

5
0
4白
巴
巾
凹
と

-
5
5
0〈
回
忌

2
と
い
う
英
国
抵
触
法
上
そ
の
他
の
場
合
に
一
般
的
な
区
別
に
転

(
問
)

換
し
て
い
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
一
九
六
三
年
の
巧
ロ
Z
K
F
2
ハ
ロ
・
企
)
が

は
じ
め
て
こ
の
問
題
の
根
を
断
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ブ
ラ

γ
ス
の
判
例

が
不
完
全
な
民
法
第
三
条
か
ら
行
っ
た
こ
と
、
或
い
は
ド
イ
ツ
判
例
が
カ
ズ
イ

ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
民
施
法
第
二
七
条
か
ら
反
・
再
致
の
一
般
原
則
を
展
開
し
、

又
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
が
法
の
文
言
に
反
し
て
相
続
財
産
の
統
一
性
の
原
則
を
不

動
産
に
対
し
て
も
貫
い
た
こ
と
は
、
ず
っ
と
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

資

今
日
の
国
際
私
法
の
重
要
な
内
容
上
の
対
立
の
境
界
線
、
た
と
え
ば
国
籍
主

義
と
住
所
主
義
、
属
人
法
の
支
配
と
所
在
地
法
、
外
国
法
の
多
か
れ
少
な
か
れ

同
等
の
適
用
と
法
廷
地
法
の
優
先
の
聞
の
対
立
の
境
界
線
は
、
法
圏
の
境
界
と

幾
重
に
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
・
残
っ
た
の
は
方
法
の
伝
統
的
な
相
違
、
即
ち
、
大
陸
の
よ
り
理
論
的
・
演

線
的
思
考
と
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
帰
納
的
・
実
際
的
処
理
の
聞
の
そ
れ
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
両
者
の
側
で
地
理
的
な
支
持
グ
ル
ー
プ
の
急
進
化
が
生
じ
て
い

る
。
即
ち
純
粋
の
理
論
が
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
支
配
的

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
国
際
私
法
及
び
外
国
法
適
用
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
分
析

の
方
が
実
際
的
任
務
の
解
決
よ
り
大
て
い
の
著
述
家
達
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
合
衆
国
に
お
い
て
は
普
く
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム

(吉伸

2
2門
担

沼

vg回
n
y
w
H
U
O
ロ
ロ
可
宅
四
日
開

F
E
m
)
が
支
配
し
て
い
る
。
そ
の

間
に
あ
っ
て
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
英
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
両
極
端
と
批
判
的

に
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
む
し
ろ
調
整
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

北法34(1・186)186 

(
洲
)

単
純
化
し
て
定
式
化
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
並
び
に
ア
メ
リ
カ
の
南
に
お
い

て
は
そ
れ
か
ら
で
き
る
限
り
国
際
私
法
の
閉
鎖
さ
れ
た
体
系
を
構
築
し
よ
う
と

す
る
諸
原
理
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
学
問
的
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
合
衆
国

に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
国
際
債
権
法
に
お
い
て
、
即
ち
契
約
・
不
法
行
為
・
危

険
責
任
に
対
し
て
は
、
利
益
の
体
系
抜
き
の
衡
量
が
好
ま
れ
る
方
法
と
な
っ
た

(
家
族
・
物
権
・
相
続
法
に
お
い
て
は
ず
っ
と
尚
伝
来
的
規
則
が
妥
当
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
)
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
方
で
は
国
際
私
法
の
一
般
原
則
及

び
そ
の
紙
触
に
関
し
て
の
、
他
方
で
は
国
際
私
法
に
お
け
る
「
利
益

Q
5
2・

2
Sロ
)
」
に
関
し
て
の
議
論
が
開
か
れ
た
体
系
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
り
、
そ

れ
は
再
三
再
四
変
遷
す
る
具
体
的
事
実
に
即
し
て
吟
味
さ
れ
る
が
、
や
は
り
個

別
的
解
決
を
よ
り
大
き
な
関
連
の
中
へ
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
エ

ル
ン
ス
ト
・
-
フ
l
ベ
ル
(
問
問

Z
2
何
事
戸
)
は
既
に
一
九
三
五
年
に
適
切
に

(
加
)

も
「
下
か
ら
の
体
系
構
築
」
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

よ
り
緊
密
な
法
家
族
の
内
部
に
お
い
て
は
ま
さ
に
低
触
法
領
域
に
お
い
て
、

疑
問
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
は
他
国
か
ら
の
主
張
や
権
威
を
懸
念
す
る
こ
と
な

く
引
用
す
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
境
を
越
え
た
素
朴
な
法
共
同
体

(
抑
)

が
時
に
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
う
単
な
る
法
比
較
以
上

の
も
の
で
あ
る
。

4
・
法
比
較
を
行
う
者
の
道
は
、
(
外
国
法
の
異
質
性
に
直
面
し
て
の
〉
驚
か
く

か
ら
(
自
国
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
程
そ
れ
だ
け
強
い
も
の
で
あ
る
の



を
常
と
す
る
)
陶
酔
と
(
よ
り
仔
細
に
み
る
と
外
国
法
の
制
約
性
と
弱
点
が
認

め
ら
れ
る
場
合
の
)
失
望
を
超
え
て
(
多
く
の
者
が
そ
れ
に
屈
す
る
よ
う
な
)

あ
き
ら
め
の
危
険
を
く
ぐ
っ
て
、
つ
い
に
は
熟
考
を
経
た
外
国
法
と
自
国
法
の

特
別
の
所
与
性
を
尊
重
す
る
よ
う
な
評
価
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

(5) 

そ
の
地
の
抵
触
法
に
お
い
て
作
用
し
ア
メ
リ
カ
の
経
験
と
理
論
を
直
接
に
ヨ

I
ロ
ヅ
パ
へ
持
ち
込
む
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
合
衆
国
の
実
質
法
の
若
干
の
所
与

(
川
町
)

性
は
既
に
ジ

l
ア

(ω
同
岡
田
国
)
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
恐
ら
く

心
理
的
要
因
が
加
わ
る
。
即
ち
ず
っ
と
細
ぞ
か
に
ニ
ユ
ア
ゾ
ス
付
け
ら
れ
た
最

近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
た
、
実
際

の
法
慣
行
を
あ
ま
り
割
酌
す
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
既
得
権
の
保
護
に
向
い
た

概
し
て
全
く
硬
直
化
し
て
い
た
第
一
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
(
一
九
三
四
年
)
に

(
加
)

表
わ
さ
れ
た
ピ

l
ル
の
国
際
私
法
に
対
す
る
反
乱
で
あ
る
。

1
1
外
国
の
模
範

の
よ
り
賢
明
か
つ
適
度
の
利
用
の
積
極
的
な
例
を
な
す
の
が
、
た
と
え
ば
一
九

六
三
・
六
五
年
国
際
私
法
の
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
草
案
で
あ
る
。
そ
の
理
由
香
に
お

い
て
既
に
ヴ
ヱ
ネ
ズ
エ
ラ
に
お
い
て
は
「
こ
の
テ

1
7
に
お
い
て
は
判
例
の
真

の
伝
統
が
欠
如
し
て
い
る
」
こ
と
、
従
っ
て
「
根
本
的
な
原
理
を
あ
ま
り
に
単

純
か
っ
一
般
的
に
立
て
る
の
と
」
同
様
に
「
あ
ま
り
に
技
術
的
、
厳
格
か
つ
詳

(
問
)

細
に
定
式
化
す
る
こ
と
」
も
役
に
立
た
な
い
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ

の
草
案
は
街
潔
な
確
か
な
規
則
を
得
ょ
う
と
努
め
る
が
、
そ
の
際
に
は
勿
論
時

に
規
則
の
言
葉
の
上
で
の
簡
潔
さ
、
た
と
え
ば
全
て
の
契
約
外
債
務
(
不
法
行

為
、
事
務
管
理
、
不
当
利
得
)
に
対
す
る
原
因
発
生
国
へ
の
統
一
的
連
結
が
、

精
確
さ
|
1
4
た
と
え
ば
不
法
行
為
に
お
い
て
行
為
地
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
か
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結
果
発
生
地
か
、
の
よ
う
な

l
l‘
ゃ
正
に
実
質
的
精
紋
化
と
比
べ
て
も
よ
り
重

要
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
。

5
.
比
較
法
的
な
国
際
私
法
の
現
状
認
識
に
よ
れ
ば
、
国
内
抵
触
規
定
が
明

ら
か
に
強
度
に
相
違
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
は
何
ら
の

(
加
)

根
拠
も
認
め
ら
れ
な
い
。
た
と
え
法
的
構
成
が
全
く
相
異
な
っ
て
い
よ
う
と
も

同
等
の
文
化
的
、
経
済
的
事
情
に
お
い
て
は
相
異
な
る
法
秩
序
が
ほ
ぼ
同
一
の

結
果
に
至
る
と
い
う
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
比
較
法
の
主
要
な
結
論
で
あ
る
。
こ
の

経
験
は
国
際
私
法
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
o

連
結
の
最
も
良
く
知
ら
れ
た
対
立
、
即
ち
国
籍
主
義
と
住
所
主
義
の
そ
れ
に

つ
い
て
み
て
も
こ
れ
は
分
る
。
蓋
し
、
一
方
で
は
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
住
所
概
念

の
構
成
は
(
そ
れ
に
よ
れ
ば
決
し
て
婦
ら
な
い
と
い
う
意
思
(
同
三
自
己
田

口
5
五
口
問
百
円

2
百
円
片
開
口
《
出
〉
も
住
所
変
更
と
な
る
)
、
往
々
に
し
て
国
籍
主
義

と
同
一
の
法
秩
序
に
至
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
国
籍
主
義
の
枠
内
で
は
、
二

重
国
籍
者
や
政
治
的
難
民
に
つ
い
て
、
た
だ
一
つ
の
「
実
効
的
」
国
籍
だ
け
を

顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
々
住
所
主
義
へ
の
接
近
が
果
た
さ
れ
る
。

1
1
外

見
上
相
異
な
る
連
結
の
機
能
の
同
一
性
に
対
す
る
他
の
例
が
、
国
際
契
約
法
上

の
当
事
者
意
思
と
客
観
的
連
結
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

「
仮
定
的
当
事
者
意
思
(
F
M
N

匂。S
2
-
R
V
2
司
白
三
丘
三
]
】
伺
〉
」
の
名
称
の
下

で
笑
際
に
は
「
契
約
の
プ
ロ
パ

l

・ロ

1
」
と
い
う
英
国
の
定
式
や
ス
イ
ス
の

「
特
徴
的
給
付
の
法
」
の
探
究
に
お
け
る
の
と
同
様
に
重
点
へ
の
客
観
的
連
結

が
行
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
厳
格
に
客
観
的
な
響
き
を
も
っ
連
結
素
の
中
に

は
、
実
際
上
当
事
者
自
治
に
近
付
き
、
国
際
私
法
を
「
私
的
支
配
の
フ
ッ
ト
ボ
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料

(
羽
)

l

ル
」
と
な
す
操
作
を
受
け
や
す
い
そ
れ
が
存
在
す
る
。
|
|
第
一
一
一
の
極
端
な

例
を
な
す
の
が
、
イ
タ
リ
ア
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
動
産
に
対
す
る
権

利
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
即
ち
、
法
の
文
言
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
権
利
は
イ

タ
リ
ア
で
は
所
在
地
法
に
服
し
(
民
法
前
加
篇
第
二

O
条
)
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

で
は
「
所
有
者
の
人
格
と
同
一
の
法
律
」
に
服
す
る
こ
般
民
法
典
第
三

0
0

条
)
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
両
国
で
は
同
様
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
物
権
法
上
は
所
在
地
法
が
、
家
族
・
相
続
法
上
は
属
人
法
が
妥
当
す
る
の

で
あ
る
。

資

し
か
し
、
連
結
の
内
部
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
外
見
上
は
全
く
相
異
な
る

国
際
私
法
の
法
的
形
態

(
m
m
n
y
g
m
m
R
mロ
)
の
閑
に
も
機
能
の
同
一
一
伎
が
認

め
ら
れ
る
。
既
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
宮
〉

2
2
4弓
O
E
3
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
国
際
的
に
広
ま
っ
た
「
自
国
法
志
向
」
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
は
特
に
公
序
の
助
け
を
借
り
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
訴
訟
法
と
い
う

性
質
決
定
の
方
法
で
、
ド
イ
ツ
で
は
一
方
的
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

(m) 
る
。
同
様
に
強
行
的
債
務
法
の
分
野
で
は
多
く
の
諸
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ

で
外
国
為
替
法
や
対
敵
通
商
取
引
法
等
々
の
規
定
を
明
示
的
な
特
別
連
結
に
よ

っ
て
達
成
し
て
い
る
通
常
の
債
権
法
的
連
絡
規
則
の
打
破
の
為
に
公
序
が
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
同
一
の
現
象
が
、
国
際
私
法
と
そ
の
隣
接
法
領
域
と
の
関
係
に
お
い

て
も
認
め
ら
れ
る
。
か
く
し
て
若
干
の
法
秩
序
を
同
時
に
適
用
す
る
場
合
に
お

け
る
抵
触
法
的
「
適
応
」
は
、
実
際
に
は
、
他
の
場
合
に
は
外
人
法
と
し
て
生

み
出
さ
れ
、
或
い
は
国
際
的
法
統
一
の
相
場
合
に
も
絶
対
的
に
国
際
的
な
事
実
関

係
に
対
す
る
特
別
法

(ω
目

V
E
g
-
B
n
v
C
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
と
類
似
の

混
合
法
(
冨

Z
n
F円四
n
F
C
又
は
特
別
法

3
0ロ
円
山
由
円
円
巾
ロ
宮
)
の
適
用
を
も
た

ら
す
の
で
あ
る
。
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
に
と
っ
て
は
準
拠
法
の
問
題
が
前

面
に
出
て
く
る
場
合
に
、
英
米
法
が
「
ジ
ュ
リ
ス
デ
ィ
タ
シ
ョ
ン

Q
Z
円

zaw-

己
。
ロ
)
」
の
問
題
を
前
面
に
出
す
(
そ
し
て
管
轄
権
あ
る
裁
判
官
に
そ
の
法
廷

地
法
に
従
い
解
決
せ
し
め
る
)
よ
う
に
、
国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
法
の
聞
に
お

い
て
さ
え
同
様
の
代
替
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
現
象
の
分
析
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
形
式
的
に
、
真
の
妥
協
-

即
ち
二
つ
の
法
秩
序
が
相
矛
盾
す
る
原
則
か
ら
出
発
し
な
が
ら
例
外
制
度
の
方

法
で
極
め
て
大
巾
に
接
近
す
る
の
で
両
者
が
そ
の
中
閣
で
出
会
う
こ
と
に
な
る

場
合
と
、
他
方
で
の
本
来
の
機
能
の
同
一
性
の
事
例
、
即
ち
そ
こ
で
は
全
く
相

異
な
る
、
い
わ
ば
同
一
と
は
い
え
な
い
レ
ベ
ル
で
作
用
す
る
制
度
が
同
一
の
実

際
的
需
要
を
満
た
す
場
合
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
妥
協
の
例
を
な
す

の
が
、
前
に
第
一
に
あ
げ
ら
れ
た
連
結
で
あ
り
、

真
正
の
代
替
可
能
性
は
、

た
と
え
ば
「
自
国
法
志
向
」
や
適
応
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
法
政
策
的
に
は
、
機
能
の
、
あ
る
い
は
結
論
の
同
一
性
を
単

に
確
認
す
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
法
的
構
成
が
、
各

々
実
質
的
に
よ
り
適
切
で
、
よ
り
単
純
な
、
従
っ
て
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
を
確
か
め
る
守
へ
き
で
あ
ろ
う
。

(
邸
)
〈
m
-
-
V
同
〉
同
〉
同
O
F
H
H
V
N
N
ロ
ロ
仏
河
O
R
H
F
Z
H
晶円
m
-
O
R
F
C
ロ
m

ハH由
阜
市
W

)

l

そ
の
要
約
は
、

E
H
問。

-
0
4
2
Lロ
n
E
2同
町
内
出
色
ユ

2
0
2
5宮
E
Z



(5) 

岡山

P
H
Z
2
5公
宮
内
凶
開
国
門
同
ロ
仏

g伊丹
n
O
B宮
芯

(
5
3
)
怠
印
戸

国
際
私
法
に
お
け
る
比
較
法
の
歴
史
に
つ
い
て
も
特
に
参
照
の
こ
と
。

〈
m)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
拙
稿
「
比
較
法
」
の
項
宮
口

ω
S国広・

日
間
同
町
}
内
向
呂
田
司
ぐ
同

(HU由
同
〉
叶

ω
N
R
を
み
よ
。

(
加
)
〈
個
々
の
制
度
を
比
較
す
る
)
制
度
的
方
法
や
(
あ
る
実
際
的
な
個
別

問
題
か
ら
出
発
す
る
)
カ
ズ
イ
九
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
方
法
と
対
立
す
る
、
比
較

法
の
系
諮
学
的
方
法
を
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
が
、
。
国
〉
〈
開
・
円
、
曲
者
同
ロ
仏

ω
S
Z
H
O
〈
吋
ロ
窓
口

mmHHH申
寸
仏
一
)
∞
。
同
.

(
捌
)
沼
〉
囲
内
『
の
(
前
出
注
(
附
〉
)
印
h
4
w
m
】・

5
h
「
今
日
東
洋
で
は
、
自
由
、

法
治
国
家
、
民
主
制
、
報
道
の
自
由
と
思
想
の
独
立
性
の
為
に
人
が
死
ぬ

の
で
あ
る
。
」
彼
の
本
の
書
評
岡
山
田
ず
冊

Z
N
忠

(
H
g
S
H
g
R・
を
も
参

照
せ
よ
。

(
別
)
拙
稿

3
U
2
4『
広
氏
名

E
n
F
m巾
mmロ
色
白
印
刷

Nhwnzzh
〉
n
M
M
H
g

(HE-∞
~
A
S
)
m
H
h
R
は
恐
ら
く
そ
の
現
実
味
を
失
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
基
本
的
に
は
無
用
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

(別

)
ω
円
四
日
戸
市
河

C
F
P
Z
O〈
・
匂
同
国
間
四
ロ
品
目
出
回
一
勺

HWCM
仏
巾
ロ
の
円
ロ
ロ
向
日
-
担
問
開
口

公
定

-
b即
時

N-三
石
目
的
立

N何冊目
UCロ
肉
色
町
同

-
dロ
芯
口
弘

2eωω
河
口
ロ
色
色

21

C
巳

oロ凹円
2
E
g
-
-
8口
一
一
何
回

σ巳
m
N
N吋
(
H
U
S
t
g
)
S∞
時
・
(
法
文
な

ら
び
に
ド
イ
ツ
語
訳
は
四

σ。・

4
5
R〉
U
Z〉
同
〉
図
。
〈
"
同

0
5回目。ロ田・

ロ
2
5
3
宮
内
凶

2

3
の
吋
ロ
ロ
門
出
回

m
g
E円
念

m
N守
口
問

22Nmmσ
ロロ
m
刷

用凶叩同・

ω。d
ユZ
E
E
oロ
ロ
ロ
仏
島
内
山
岡

1
d巳
。
ロ
由
吋
冊
目
u
ロ
σ
z
r巾
ロ
窓
口
。

HWHNH印

(
呂
田
由
)
同
片
岡
・
一
色

2
f
同
o-E即日
0
ロ
田
口
。
口

5
ロ
百
円
同
町
同
岡
田
O
看
守
宇

田
nymHH3
の

Z
ロ門出国間

2
1
仏
目
印
刷

y
m
l
cロ
岱
匂
田

5
5
2
M吋巾
n
v
g・
2
u

H

吋回・

mY即日ロ
mw丹
市
山
ロ
ハ
前
出
注
(
泣
)
)
同
・

ω∞
ω
戸
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(
加
)
中
国
に
つ
い
て
伺
Z
E
Z
旬
開

H
F
〉
B
-
H・
。
0
5
-
v
-
F・
ロ
(
呂
田
N
)

白
ω由
は
(
特
に
国
際
私
法
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
〉
一
般
的
に
極
め
て
誇
張

し
て
述
べ
て
い
る
日
「
共
産
主
義
を
受
け
入
れ
る
ま
さ
に
そ
の
過
程
に
よ

っ
て
、
中
国
は
西
欧
文
明
の
一
部
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
」

(
川
出
)
〈
開
「
冨
〉
同
の
お
(
前
出
注
(
川
)
)
そ
の
書
評
は
国
・
出
・

0
・
5
H・

(
拙
)
た
と
え
ば
り

5
2
1・
ゎ
。
ロ
ヨ

n汁
。
内
戸
田
毛
色
(
阿
国
間
∞
)
由
(
)
印
を
み
よ
。

(
拙
)
以
下
の
点
に
つ
い
て
拙
稿

L
V円
E
N
G
-
2
0仏
2
H
E
2
2
8ロ
弘
田

。
吋
ロ
ロ
。
-
担
問
。
。
開
閉
山
口
ν
同
州
マ
J

庄
一
〉

WH10同
区
ロ
目
白
〈
田
口
山
口
内
凶
器
(
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
抜
き
刷
り
、

H，
V
2白血】
O
E
E
H
U叶
H
と
し
て
だ
け
で
あ

る
が
)
。

(
加
)
同

N
h
F
E
T
E
一
N印
同
国
耳
目
阿
内
出
回
目
白
円
巧

5
5
-
5
1の
冊
目
叩
ロ
日

n
z
r
H
H
H

〈
凶
器

3
H
S
H〉
ロ
向
田
陣
斤

N由
同

H
H
N
N
0・

(
出
)
極
端
な
例
を
な
す
の
が
切
の
出

NN・
ロ
・

5
∞
N-
切
の
出

N
ω
∞
-Nmhp

(
回
目
白
〉
日
同
司
何
回
目
】
吋
・
広
田

N
l
g
Z吋・

8
(相
殺
の
準
拠
法
に
つ
い
て
)

「
当
部
は
、
そ
の
限
り
で
は
結
論
及
び
そ
の
理
由
に
お
い
て
ス
イ
ス
連
邦

裁
判
所
の
判
決
切
の
開
叶
吋
口

H
S
に
従
う
も
の
で
あ
る
(
そ
れ
以
上
の

引
用
は
同
所
〉
」
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
は
、
ス
イ
ス
の
諸
判
決
と
共
に

ほ
ぼ
ド
イ
ツ
の
文
献
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
。

(加

)
ω
B
S
N
(
前
出
注
(
乃
〉
)
印
∞
吋

R
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
構
造
、

ア
メ
リ
カ
法
の
「
統
一
性
」
、
ア
メ
リ
カ
民
事
訴
訟
法
。
特
別
の
思
考
様

式
に
つ
い
て
は
六
二
六
頁
を
参
照
せ
よ
。

(
刷
出
)
師
料
品
胆
法
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
出
注
(
別
〉
。

(
加
)
】
同
開
閉

ubσ
ロ
ロ
国
会

w
〈
2
5
N一
EmLP
玄
Z
U丹
市
ユ
。
色
町
】
ロ

Z
F
n
p
同WH'

吉
田
町
三
宮
骨

B
2
2
0印
可
官
。
百
円
件
。
骨
}
印
可
仏
間
ロ
ミ

5
2
骨
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料

色。円。
nrcrM4kw門口
mn附
O
ロ
回
目
℃
円
四
〈
白
色
。
(
R
U
同門担円同印
H
U
A
凶ω
ロロ品
H
U
町田

ν

各
々
三
頁
、
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
稿
。
σ印
214田口芯ロ
2amwamwHa巾
nvo

n
o
g
u同
門
向
。

0・
宮
口
一
E
V
E
-国
0
5
8白
]m--
国

2
5
2
宮

g色。
N回同

(
わ
同
門
印
円
曲
師
同
也
、
吋
(
)
)
町
一
凶
同
・
更
に
戸
田
恒
円
門
口
白
ロ
色
阻
む

a
m
-印
円
。
己
目
白
口
同
-

n-bロ
色
町
仏
・
?
?
古
川

F
5
5
国

0
5
8白]白:・

ω
E
n
F
m
N
I円
u
o
i
z

(
わ
同
門
担
円
出
師
同
由
吋
印
)

N

H

吋時・

(
別
)
極
め
て
誇
張
し
て
述
べ
る
の
が
わ
・
』
。
ロ

2
一
・
吋
}
回
目
守
山
田
町
』
ロ
江
田
仲

ω

(Hg∞〉
U
N
C
H

「
条
、
約
の
助
け
な
し
で
は
現
代
低
触
法
に
お
い
て
は
、
:
・

:
・
そ
の
よ
う
な
統
一
性
は
一
角
獣
同
様
神
話
的
に
見
え
は
じ
め
る
o
」

(
加
)
同
国
O
Z
M
-
ロロ

zw
後
出
注
(
悶
)
を
み
よ
。

(
担
)
前
出
注
(
問
)
。

資

E 

国
際
私
法
に
と
っ
て
実
質
法
の
比
較
は
、
三
重
の
意
味
を
持
ち
う
る
。

1
・
直
接
的
に
は
J

そ
れ
に
は
国
際
私
法
に
と
っ
て
実
質
法
に
対
す
る
法
事
実

研
究
と
類
似
の
役
割
り
が
認
め
ら
れ
る
。
蓋
し
、
国
際
私
法
は
、
「
法
上
の
法
」

と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
「
原
素
材
」
と
し
て
の
、
そ
の
適
用
範
囲
を
画
定
す
べ

き
で
あ
る
個
々
の
実
質
法
秩
序
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紙
触
規
定
の

定
立
に
対
し
て
も
、
ま
た
個
別
事
案
に
お
け
る
そ
の
解
釈
と
適
用
に
対
し
て

も
、
外
国
法
の
知
識
l
l
し
か
も
ま
さ
に
そ
れ
を
内
国
実
質
法
と
比
べ
て
み
た

場
合
の
相
違
と
一
致
に
お
け
る
そ
れ
、
即
ち
比
較
法
l
l
が
、
単
に
役
立
つ
の

み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
国
際

私
法
の
個
々
の
制
度
に
お
い
て
ふ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
後
掲
第
一
一
一
一
節
以
下

性
質
決
定
、
第
二

O
節
連
結
の
原
則
、
第
二
九
節
常
居
所
、
第
四
七
節
適
応
、

第
四
九
節
公
序
、
第
五
二
節
補
充
法
を
み
よ
)
。
こ
こ
で
は
方
法
だ
け
に
つ
い

て
一
般
的
に
ふ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
判
官
が
、
個
別
事
案
に
お
い
て

は
、
内
国
法
と
特
定
外
国
法
の
問
の
双
方
的
比
較
法
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

北法34(1・190)190 

な
い
の
に
対
し
て
、
多
辺
的
、
或
い
は
普
遍
的
で
さ
え
あ
る
比
較
法
が
、
学
問

な
ら
び
に
立
法
者
の
任
務
で
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

2
・
間
接
的
に
は
、
比
較
実
質
法
は
、
時
折
園
内
法
秩
序
の
代
り
に
適
用
さ
れ

従
っ
て
国
際
私
法
の
任
務
を
著
し
く
軽
減
す
る
共
通
の
法
原
則
が
、
そ
の
助
け

を
借
り
な
け
れ
ば
確
か
め
ら
れ
え
な
い
と
い
う
限
り
で
の
み
国
際
私
法
に
と
っ

て
重
要
な
の
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
第
二
節

E
4参
照
)
。

3
・
最
近
議
論
を
よ
ん
で
い
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
比
較
法
は
、
国
際
私
法
に
対
し

て
補
充
的
に
|

|

i

い
わ
ば
そ
の
代
用
物
と
し
て

l
l働
く
べ
き
だ
と
い
う
。
ツ

ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
(
N
t

弔
問
問
。
岡
田
吋
)
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
個
々
の
事
案
に
お

い
て
「
特
定
問
題
に
つ
い
て
低
触
規
則
が
存
在
せ
ず
、
或
い
は
相
当
の
疑
問
を

生
ぜ
し
む
る
場
合
に
お
い
て
は
」
、
各
々
参
酌
に
至
る
法
秩
序
相
互
を
比
較
し
、

「
よ
り
適
切
な
」
規
則
を
適
用
す
る
、
即
ち
そ
の
裁
判
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
当

該
法
益
を
最
も
有
効
に
保
護
す
る
、
或
い
は
幾
つ
か
の
法
益
の
低
触
の
場
合
に

は
そ
の
抵
触
を
最
も
釣
り
合
い
の
と
れ
た
方
法
で
解
決
す
る
規
則
を
適
用
す
ベ

(
剖
)

き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
裁
判
官
が
、
「
相
当
の
疑
問
」
の
度
毎
に
祇
触
法
的

解
決
を
放
棄
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
新
し
い
紙
触
規
定
の
裁
判
官
に



よ
る
形
成
、
古
い
紙
触
規
定
の
精
激
化
、
或
い
は
係
争
問
題
の
解
明
に
よ
る
国

際
私
法
の
継
続
的
発
展
は
一
体
な
お
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
ど
の
法

秩
序
が
「
参
酌
に
至
る
」
の
か
も
極
め
て
不
確
か
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
即

ち
こ
れ
は
、
伝
統
的
連
結
素
が
指
示
す
る
法
秩
序
だ
け
を
指
す
の
か
、
或
い
は

事
実
関
係
が
場
所
的
又
は
そ
の
他
の
関
連
性
を
そ
れ
に
有
し
て
い
る
も
の
を
い

う
の
か
、
(
一
方
当
事
者
又
は
裁
判
官
の
偶
然
の
知
識
に
従
い
)
「
進
歩
的
」
解

決
を
提
示
す
る
い
ず
れ
の
法
秩
序
で
さ
え
も
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最

後
に
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
に
よ
り
勧
め
ら
れ
た
裁
判
官
に
よ
る
評
価
の
基
準

l
l

「
進
歩
的
法
思
考
;
:
:
、
と
い
う
の
も
進
歩
的
思
考
に
よ
っ
て
の
み
法
の
発
展

(5) 

が
、
社
会
問
題
の
急
速
な
変
化
に
つ
い
て
ゆ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で

(
制
)

あ
る
」

1
1
は
一
義
的
と
は
い
え
な
い
。
社
会
的
現
実
は
、
し
ば
し
ば
波
状
或

い
は
ジ
グ
ザ
グ
に
進
む
の
で
あ
り
、
進
行
性
の
墜
落
の
可
能
性
を
度
外
視
し
て

(
加
)

も
そ
れ
に
よ
っ
て
「
進
歩
」
も
相
対
的
な
概
念
と
な
る
。
国
際
的
法
交
通
に
お

第二版

い
て
は

!11経
済
的
競
争
に
お
け
る
よ
り
良
い
商
品
の
よ
う
に

l
ー
よ
り
適
切

な
解
決
が
長
期
的
に
は
国
際
私
法
の
全
て
の
形
式
主
義
に
抗
し
て
自
ら
の
目
的

(
邸
)

を
達
す
る
、
と
い
う
見
解
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
個

々
の
事
案
に
対
す
る
法
的
原
則
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「国際私法の基礎理論」

(
加
)

(
別
)

(
却
)

N
t宅
問
問
。
開
問
計
岡
山
田

σ己印
N
ω
吋

(
H
U吋

ω
〉
怠
A
T

怠
由
時
-

N
tそ
開
問
。
問
問
タ
国
-
白
・
。
・
品
会
・

家
族
法
に
つ
い
て
は
例
え
ば
同

5
8
F
O
-
-り
目

g
m
N
S叶
N
-

お
ω
R
-
の

「
異
端
の
思
想
」
を
参
照
せ
よ
。

(邸〉

M
W
C
C凹
Z
H
L
P
z
o
g
r
H三
和
吋
口
同
片
山
。
ロ
回
目
。
O
B
B
R
n日
払
〉
吋
刊
号

z
t
oロ

冨
O曲
仲
開
口
町
円
相
州
四
片
山
口
回
目
々

ωロ
-UHUO江
田
吾
冊
ロ
叩
〈
四
日
。
H
U
B
S件
。
同

ω巳
'

HM吋
吉
田
仲
FO口
m
L
F
目
当
田
口
島
吋
}
石
田
巧
2
5
H
ν
g
n冊
、
H，Y吋
Oロ
m
y
円
曲
d
M
J

F

ロ
一
君
。
ユ
円
四
句
町
田
口
町
吋

v
g
E
m
y
u
d
F
斗

-
5
4司
即
田
区
ロ

m
gロ
君
。
司
区

内

UOロ
同
町
門
町
ロ
n
m
(一戸
市

wa斗
)ω
同]「

(ω45)・

第
一

O
節

歴

史

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ス
ト
(
司
回
目
。
去
の
Z
F
Z
3
遠
の
経
済
理
論
風

に
い
え
ば
、
理
念
型
的
段
階
説
は
、
相
異
な
る
空
間
及
び
時
代
に
お
け
る
社
会

的
、
文
化
的
発
展
が
、
あ
る
内
的
法
則
性
に
従
っ
て
起
こ
る
の
を
常
と
し
、
従

っ
て
ど
こ
で
も
同
一
又
は
類
似
の
段
階
を
示
す
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
そ
の
価
値
は
、
歴
史
的
そ
れ
|
1
l
「
現
実
に
ど
う
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う

認
識
に
対
す
る

1
ー
と
い
う
よ
り
体
系
的
そ
れ
で
あ
る
。
渉
外
関
係
を
伴
う
事

案
の
取
り
扱
い
の
様
々
の
可
能
性
の
う
ち
の
以
下
の
整
理
も
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
特
に
そ
れ
に
は
何
ら
の
価
値
判
断
も
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
ど
の
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時
代
に
も
そ
の
独
自
の
法
ー
ー
そ
の
独
自
の
そ
の
他
の
文
化
と
同
様
に
ー
ー
が

認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
じ
時
代
の
あ
る
国
に
お
い
て
若
干
の
事
案
に

対
し
て
あ
る
方
法
が
、
他
の
事
案
に
対
し
て
は
又
そ
れ
と
は
別
の
方
法
が
並
ん

で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
根
拠
も
又
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
始
的
経
済
段

階
(
採
集
・
狩
猟
民
、
牧
畜
民
、
農
耕
民
、
手
工
業
民
等
々
)
が
、
高
度
に
発



料

展
し
た
産
業
社
会
に
お
い
て
も
な
お
存
続
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
的
事
実
関

係
の
法
的
取
り
扱
い
に
お
い
て
も
相
異
な
る
「
段
階
」
が
相
並
ん
で
生
存
権
を

資

有
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
訴
訟
的
解
決
と
実
質
法
的
解
決
が
六
通
り
並
べ
ら
れ
て

お
り
、
各
々
最
初
の
も
の
が
最
も
原
始
的
な
も
の
と
い
わ
れ
う
る
が
、
直
ち
に

最
も
惑
い
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。

1
・
渉
外
的
関
係
を
伴
う
事
実
関
係
の
取
り
扱
い
の
最
も
古
い
形
式
を
な
す
の

るヵ:。、
即他
ち所
そ者
れの

t毛無

内詞
国状
り態
裁 L

判£
管汁
国

轄
権の
m 法

活空
宅笈
び

或
，法

ぷ箆

Z堅
詰生
当視
すで
るあ

実
質
的
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

最
も
最
近
に
お
い
て
尚
み
と
め
ら
れ
た
そ
の
よ
う
な
見
解
の
例
と
し
て
は
次

の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
即
ち
内
国
法
秩
序
に
存
在
し
な
い
外
国
の
法
制
に
対

(
町
山
)

す
る
裁
判
の
為
の
内
国
裁
判
所
の
無
管
館
、
た
と
え
ば
英
国
の
裁
判
所
の
婚
姻

事
件
に
お
け
る
工
H
V

ユ2
2ロ
g
白司ユ
m
w
m
g
ε
(即
ち
絶
対
に
モ
ノ
ガ
ミ
l
で

(
剖
)

あ
り
、
原
則
的
に
終
生
結
ば
れ
た
婚
姻
)
へ
の
管
曲
轄
権
の
制
限
、
そ
の
以
前
の

(
却
)

峻
厳
さ
は
当
然
な
が
ら
失
っ
た
も
の
の
、
外
国
「
公
」
法
不
適
用
の
原
則
(
後

掲
第
二
三
節

E
2
参
照
)
、
特
に
英
国
で
行
わ
れ
て
い
る
外
国
ゐ
田
口
同
ご
同
君
師
会

の
不
適
用
ハ
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
浪
費
者
の
禁
治
産
宣
告
の
不
承
認
、
或
い
は

(
加
)

何
か
別
の
具
体
的
場
合
に
不
利
な
後
見
の
効
果
の
不
承
認
、
ヨ
国

--aZE--a

己

g
n白
巳
凹
包
ぴ
吋
円
四
日
即
位

0
5
5
4
P
E
-
-問
Egg-H丸
抱

吋

国

2
・
0吋
門
担
帥
片
な

(
加
}

の
不
承
認
を
含
む
)
で
あ
る
。
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2
・
そ
の
対
極
を
な
す
の
が
、
内
国
法
を
専
ら
適
用
す
る
こ
と
で
訴
訟
及
び
実

質
私
法
に
つ
い
て
は
内
外
事
実
関
係
を
完
全
に
等
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
外
国
の
人
と
法
行
為
は
確
か
に
法
的
に
承
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
特
色
は

重
ん
じ
ら
れ
な
い
。

現
行
法
上
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
留
保
条
項
」
で
あ
り
、

民
施
法
第
七
条
第
三
項
の
よ
う
に
完
全
に
行
為
能
力
の
な
い
外
国
人
を
若
干
の

内
国
取
引
に
対
し
て
は
内
国
人
同
様
に
取
り
扱
う
か
、
或
い
は
(
有
力
な
見
解

に
従
え
ば
)
そ
の
第
一
二
条
で
あ
り
、
外
国
で
な
さ
れ
た
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
不

法
行
為
を
行
為
者
に
有
利
に
内
国
の
不
法
行
為
と
等
置
す
る
の
で
あ
る
。
(
特

別
留
保
条
項
に
関
す
る
詳
細
は
後
掲
第
五
一
節
I
参
照
。
)

内
国
の
管
轄
権
が
内
国
と
事
案
の
密
接
な
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
だ
け
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
に
、
法
廷
地
法
を
そ
れ
自
体
と
し
て
専
ら
適
用
す
る

(m) 

こ
と
も
正
当
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

3
・
そ
れ
以
外
の
可
能
性
が
存
在
す
る
の
は
、
渉
外
関
係
を
伴
う
事
案
の
特
別

な
取
り
扱
い
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
ロ

l
マ
の
外
人
掛
法
務
官

e
E
2
2

H
u
m
g岡
江
口
口
曲
)
風
の
特
別
裁
判
所
や
特
別
実
質
法
の
創
設
に
よ
る
場
合
で
あ

る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
純
内
国
的
事
案
と
比
べ
て
の
渉
外
関
係
を
伴
う

事
案
の
特
殊
性
は
、
恐
ら
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
外
国
法
と
そ
の
外
国
裁
判
所
は
未
だ
に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



か
よ
う
な
特
別
法
の
例
は
前
掲
第
三
節
I
1
b
を
み
よ
。

4
・
外
国
の
法
高
権
尊
重
の
第
一
歩
は
、
外
国
判
決
そ
の
他
の
形
式
的
法
行
為

(
文
書
、
証
拠
調
べ
等
)
を
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
て
何
ら
の
内
国
管
轄
権

〆

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
又
は
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
い
わ

ゆ
る
承
認
を
行
う
こ
と
、
で
あ
る
。
内
国
法
上
の
効
果
の
許
容
、
殊
に
給
付
判

決
の
執
行
に
よ
る
、
こ
れ
ら
の
行
為
と
相
当
す
る
内
国
の
現
象
と
の
等
置
が
問

(
詳
細
は
後
掲
第
五
人
節

V
)。
こ
の
場
合
に
通
常
の
当
該
外

国
規
定
に
従
っ
た
問
題
の
判
決
の
形
式
的
合
法
性
の
審
査
は
、
同
時
に
外
国
法

適
用
の
開
始
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
の
が
、
外
国
で
生
じ
内
国
で
単

題
な
の
で
あ
る

に
偶
然
に
問
題
と
さ
れ
た
そ
の
他
の
完
結
し
た
事
実
関
係
へ
の
外
国
規
定
の
適

用
で
あ
る
。

(5) 

先
決
問
題
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
後
掲
第
四
六
節
を
み
よ
。

第二版

5
・
次
の
段
階
は
、
国
内
又
は
超
国
家
的
な
管
轄
規
則
に
よ
り
内
国
管
轄
権
を

そ
の
対
極
を
な
す
の
が
、
内
国

「国際1弘法の基礎理論」

犠
牲
に
し
た
外
国
管
轄
権
の
是
認
で
あ
る
。

裁
判
所
に
よ
る
外
国
実
質
法
の
多
か
れ
少
な
か
れ
平
等
な
適
用
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
事
例
に
対
し
て
も
自
国
法
、
或
い
は
特
定
の
外
国
法
の

適
用
を
定
め
て
い
る
、
特
別
の
法
適
用
法

l
l即
ち
技
術
的
意
味
に
お
け
る
国

際
私
法
ー
ー
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
す
う
勢
は
、
単
な
る
法
認
識

の
過
程
(
確
認
・
給
付
判
決
)
に
お
け
る
外
国
法
の
適
用
か
ら
、
外
国
法
に
従

っ
た
形
成
的
行
為
(
禁
治
産
宣
告
、
離
婚
、
非
訟
事
件
の
裁
判
行
為
)
の
行
使

に
移
っ
て
い
る
。

6
・
純
内
国
的
で
な
い
事
案
の
特
殊
性
へ
の
更
に
広
い
適
応
を
意
味
し
て
い
る

の
が
、
混
合
裁
判
所
(
或
い
は
混
合
仲
裁
裁
判
所
)
の
形
成
で
あ
る
。
こ
れ
は

必
ず
し
も
あ
れ
こ
れ
の
内
国
法
秩
序
の
適
用
を
決
定
す
る
に
は
及
ば
ず
、
1
1
t

ま
ず
「
自
然
的
正
義
」
、
「
衡
平
」
等
の
一
般
条
項
に
基
づ
い
て

!
l事
案
毎
に
、

或
い
は
一
般
的
に
も
公
正
唱
包
広
包
n
y
C
固
有
の
混
合
法
を
展
開
し
う
る

(
潤
)

の
で
あ
る
。
事
案
毎
に
作
ら
れ
た
混
合
法
は
、
典
型
的
に
は
、
唯
一
の
法
秩
序

の
領
域
を
こ
え
て
及
ぶ
事
案
に
対
す
る
共
通
の
特
別
法
の
始
ま
り
で
あ
る
。

(
山
間
)

共
通
の
特
別
法
の
最
も
新
し
い
例
を
な
す
の
が
、
統
一
売
買
法
で
あ
る
。
よ

り
昔
の
(
一
九
四
九
年
以
来
廃
た
れ
た
)
例
を
な
す
の
が
、
エ
ジ
プ
ト
の

3
m
u
c
S
2
5
反
Z
即
急
で
あ
り
、
こ
れ
は
相
異
な
る
諸
国
の
国
民
の
関
与
し
た

事
案
に
妥
当
し
た
の
で
あ
っ
た
。
個
々
的
に
は
そ
の
よ
う
な
特
別
法
は
、
第
二

節
で
扱
わ
れ
た
「
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
私
法
」
の
全
て
の
形
態
で
発
生
す

る。
か
よ
う
な
特
別
法
が
当
事
国
の
法
秩
序
の
一
般
法
へ
は
ね
か
え
る
(
統
一
売

国
員
法
が
そ
の
実
現
の
場
合
に
は
き
っ
と
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
)
場
合
に

は
、
我
々
は
、
も
は
や
国
際
的
事
案
に
限
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
に
妥
当

す
る
統
一
法
へ
の
移
行
段
階
に
あ
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
渉
外
的
関
係
を
有
す
る
事
実
関
係
に
対
し
て
孜
々
の
目
前
に
あ
る
の

北法34-(1・193)193 



料

は
、
即
ち
二
掛
け
る
三
個
の
解
決
の
可
能
性
で
あ
る
。
即
ち
、
二
つ
は

1

1
訴

訟
的
に
み
る
と
l
l
!
そ
の
道
は
無
管
轄
か
ら
自
ら
の
管
結
権
の
肯
定
を
越
え
て

特
別
管
務
権
へ
と
至
り
、
従
っ
て
そ
の
各
場
合
に
同
時
に
一
つ
の
新
し
い
実
質

法
上
の
解
決
が
得
ら
れ
る
、
つ
ま
り
無
権
利
、
平
等
、
内
国
特
別
法
で
あ
る
。

そ
し
て
管
轄
権
あ
る
外
闘
機
関
の
法
行
為
の
承
認
、
法
適
用
法
、
共
通
特
別
法

で
あ
る
。

資

(
加
)
か
よ
う
に
同
E
N
F
E
f
H
口
同
町
門
口
同
江
。
ロ
包
冊
目

N
守
口
問
VH10N
由
民
司
巾
ロ
伊
丹

ロ
ロ
円
同
匂
吋
O
N
m
曲
目
口
一
弘
冊
目
匂
門
町
一
目
品
目
ロ
吋
四
円
伊
丹

(-5品川
V
)
N
ω
ω

時
間
・
し
か
も
形

成
約
行
為
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
(
そ
の
限
り
で
は
後
掲
第
五
七
節

E
参

照
て
ど
う
や
ら
確
認
判
決
に
対
し
て
も
、
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
即
時
ナ

但

N
目
。
ロ
刊
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ
る
官
・
白
・
。
-
N
ω
色
。

(
加
)
か
よ
う
に
尚

hvugQ
培
・
'
切
ミ
ミ
局
、
〔
同
也
由
同
〕
℃
・
吋
C

(

。
-KF・)
U

し
か
し

そ
れ
以
来
の
忌
三
円
回
目
。
巳
包
句
『
。

2
E
g
m由
(
M
M
o
-
u
よ州白

5
0
5
沼恒吋・

2
白血古田

)
K
F
2
5詰
(n-
日
∞
)
日
宮
巳
ュ
g
o
E回
目
。

E
∞
2
〉

2
5
3

(口・
H
∞
)
・
曲
目
口
-AHJ
吋
を
み
よ
。

(
抑
)
外
国
規
定
の
主
な
目
的
に
従
っ
て
区
別
す
る
、
即
ち
そ
れ
が
私
的
利
益

の
保
護
に
奉
仕
し
て
お
れ
ば
、
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
ロ
ー
デ
ィ

ン
グ
・
ケ
ー
ス
が
∞
の
開
∞
O

(
同由日

C
H同
日
ω
(
2・
R
・
)
で
あ
る
。

(
捌
)
た
と
え
ば

H
S
2
h
s
p
h
N
h
k
d
-
切
句
叫
に
時
喝
さ
刊
誌
同
吋
『
宮
M
H
M
-
h
N巴い
E

h

同w
b
w
悼』町・

h
H
A
出・培
-
h
S
H
h
N
h
u
r

〔H
U
品目N
〕
RV旨・日品一戸(。
-
b・
)
を
み
よ
。

(
加
)
冨
・
当
o
E
♂
H
V

ユ4
・
H
E
-
H
E
H
吋
ω・

(m)
前
掲
第
三
節

I
2
b
注
(
九
)
以
下
、
な
ら
び
に
後
掲
第
五
七
節

I
参
照
。

(
加
)
雨
世
界
大
戦
後
の
私
的
な
戦
前
の
契
約
の
全
く
裁
判
所
外
の
(
し
か
も

法
外
の
で
も
あ
ろ
う
か
)
規
律
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
一
版
一
二
頁
と
そ

の
注
(
お
)
(
却
)
参
照
。

(
加
)
前
出
注
(
m
M
)

。

北法34(1・194)194 

E 

真
の
国
際
私
法
の
歴
史
の
知
識
は
、
殊
に
、
現
代
間
際
私
法
の
語
棄
が
部

分
的
に
は
こ
の
歴
史
か
ら
だ
け
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
限
り
で
現
在
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
。
更
に
そ
の
客
観
的
な
正
し
さ
は
た
し
か
に
現
行
法
に
と
っ
て
全

く
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
抵
触
法
の
文
献
に
お
い
て

と
に
か
く
一
度
は
ふ
れ
ら
れ
る
一
連
の
歴
史
的
伝
説
が
存
在
す
る
。
最
後
に
正

に
最
近
は
(
法
制
度
の
何
ら
の
機
能
変
化
、
が
な
い
か
の
よ
う
に
)
変
化
し
た
現

在
に
対
し
て
そ
れ
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
一
示
す
為
に
、
特
定
の
歴
史
的
由
来

(
抑
)

が
現
代
の
(
サ
ヴ
ィ
ニ

l
的
)
国
際
私
法
に
帰
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
考

え
る
法
律
家
は
、
そ
れ
を
用
い
て
仕
事
を
し
て
い
る
術
語
や
法
制
度
の
歴
史
的

由
来
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
|
|
そ
れ
が
現
行
制
定
法
の
成
立
史

を
超
え
て
ま
で
遡
る
限
り
で
は
1

1
過
去
か
ら
現
在
に
対
し
て
、
或
い
は
法
の

将
来
に
対
し
て
ま
で
必
然
的
結
論
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う

な
過
ち
に
陥
る
べ
き
で
は
な
い
。
ヤ
コ
ブ
・
プ
ル
ク
ハ
ル
ト

(
』
〉
向
。
国
切

C
胃
・

η
R
Z
〉
問
。
吋
)
が
、
「
歴
史
は
人
生
の
師
で
あ
る

(出

Z
Zユ
同
三
円

g
g田
岡
山
中

件
吋
田
ど
と
い
う
諺
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
我
々
は
経
験
に
よ
っ
て

賢
く
も

(
E
z
m〉
(
次
に
生
じ
る
場
合
に
対
し
て
)
、
又
賢
明
に
も
〈
君
。

-
Z〉

(
加
)

(
永
久
に
)
な
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
」
の
で
あ
る
。



(
加
)
前
出
注
(
釘
)
参
照
。

(
m
m
)
p
n
O回
切

C
問
。
阿
国
〉

5
3
巧
叩
】
仲
間
冊
目

n
z
n
v
E
n
y
o

-ZH
ロ
mmロ(一戸市出。日)・明町ロ戸内山即時い己ロ
m-

回
開
2
1目
n
y
・

歴
史
の
持
代
区
分
を
行
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
そ
れ
に
カ
づ
く
で
の
ぞ
む

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
の
継
続
性
と
共
に
ど
の
時
代
に

も
相
互
に
作
用
す
る
諸
力
と
人
物
遠
の
多
様
性
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
特
に
当
時
現
在
の
定
式
に
お
い
て
は
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
聞
い
に

対
す
る
以
前
の
著
作
者
の
答
え
を
探
そ
う
と
す
る
の
は
、
極
め
て
や
っ
か
い
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
留
保
付
で
以
下
の
叙
述
を
し
て
み
よ
う
。

E -
古
代
に
は
今
日
の
意
味
で
の
抵
触
法
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
自
国
規
定
の
適
用
範
囲
の
函
定
、
地
際
法
、
外
人
法

(5) 

や
訴
訟
上
の
特
別
法
の
不
安
定
な
端
緒
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ロ
ー
マ
人
は
、

主
と
し
て
ユ

l
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
、
即
ち
全
て
の
諸
民
族
の
共
同
財
産
と
彼

(
加
)

ら
が
考
え
て
い
た
自
ら
の
法
の
か
の
部
分
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
以
外

第二版「国際私法の基礎理論」

で
は
当
時
は
ま
だ
法
秩
序
の
完
全
性
の
観
念
、
従
っ
て
「
権
利
拒
絶
(
同
o
n
y
g
'

〈
伺
吋
毛
色
m
m
gロ
開
)
」
の
禁
止
も
何
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は

ど
の
よ
う
な
生
ず
る
法
問
題
に
つ
い
て
も
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

2
.
中
世
初
期
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

l
l特
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
ー
ー
に

お
い
て
は
、
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
人
の
法
(
岳
冊
目

U
2
5三回
n
Zロ
河

2
v
g
)

の
原
則
が
妥
当
し
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
各
人
が
そ
の

「
種
族
法

(ω
門
何
回
・

に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

三
ユ
印
(
法
の
宣
言
)
2
1
|
文
書
の
冒
頭
、
又
は
訴
訟
の
開
始
に
当
つ
て
の

あ
る
人
の
種
族
帰
属
性
、
従
っ
て
法
帰
属
性
の
告
白
1
|，
が
、
常
に
事
実
と
一

致
し
て
い
た
の
か
、
自
由
な
法
選
択
に
帰
し
え
た
の
か
、
は
未
解
決
に
し
て
お

こ
う
。
相
異
な
る
法
秩
序
へ
の
帰
属
者
が
関
与
し
て
い
た
事
実
関
係
の
取
り
扱

い
に
対
す
る
確
固
た
る
規
則
は
、
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
体
系
は
、
人
々

の
混
交
と
純
領
域
的
に
妥
当
し
て
い
る
法
の
進
出
に
つ
れ
て
表
退
し
た
。

3
.
中
世
盛
期
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
は
「
条
例
理
論
」
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、

5
5
2
2
n
Z
)」

ヨ匂吋
O
時四回由-。

そ
れ
は
ま
ず
イ
タ
リ
ア
都
市
共
和
制
の
ス
タ
チ
ュ

l
タ
(
地
方
制
定
法
)
に
対

し
て
、
そ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
慣
習
法
(
地
域
的
慣
習
法
)
に
対
し
て
、
最
後

に
多
か
れ
少
な
か
れ
独
立
の
(
由

2
2品
ロ
〉
近
世
の
領
邦
国
家
の
制
定
法
に

対
し
て
各
々
の
適
用
範
囲
を
思
弁
的
に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

間
同
目
立
』
丹
但

-um
吋由。ロ回目戸田

(
全
て
の
そ
の
領
域
住
民
に
妥
当
す
る
)
、

師
同
同
一
打
巳
仲
田

吋何回出回

(
領
域
内
に
所
在
す
る
不
動
産
に
対
す
る
)
及
び

己
主
C
仲

間

自

由

同

g
(領
域

内
の
法
的
行
為
に
対
す
る
)
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
三
区
分
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋

さ
に
お
い
て
は
恐
ら
く
決
し
て
妥
当
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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条
例
理
論
の
内
部
で
は
以
下
の
主
要
学
派
が
区
別
さ
れ
る
。

イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
ゲ
ロ
ッ
サ
ト

1
レン

(
2
0由加え
0
2ロ
)
(
即
ち

コ
ル
プ
ス
・
ュ

l
リ
ス
の
解
釈
者
)
は
、
そ
の
学
説
を
特
に
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス

(
抑
)

法
典
の
第
一
の
規
定
に
関
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
我
が



料

慈
悲
深
い
支
配
の
下
に
立
つ
」
全
て
の
民
族
が
カ
ト
リ
ッ
グ
の
教
え
に
帰
依
す

る
べ
き
な
の
で
あ
る
l

|
即
ち
臣
民
の
み
で
あ
っ
て
外
国
人
は
服
さ
な
い
の
で

資

あ
る
。

マ
ギ
ス
タ
l
の
ア
ル
ド
リ
グ
ス

(
〉
戸
り
問
問
。
C
M
〉
(
一
一
八

O
年
頃
)

の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
裁
判
官
は
「
よ
り
優
れ
よ
り
有
用
だ
と
忠
わ
れ

る
ご
宮
田
相
官
巴

R
2
5
E
2
t
r
z
t〉
」
法
律
を
各
々
適
用
す
べ
き

で
あ
っ
た
(
内
容
と
事
実
関
係
へ
の
密
接
さ
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
)
の
で
あ

る
が
、
ア
ッ
グ
ル
シ
ウ
ス
(
〉
の
の
C
E
E
C
(
一
二
五

O
年
頃
)
の
標
準
註
釈

に
お
い
て
は
、
あ
る
ボ
ロ
ニ
ア
人
が
モ
デ
ナ
で

書

(
2
2
8
2
e
sユ
出
〉

訴
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
地
の
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
、
「
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
れ
に
服
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

)
 

し
U(
 

一
四
・
一
五
世
紀
の
後
期
グ
ロ
ッ
サ
ト
l
レ
ン
、
或
い
は
コ
メ
ン
タ
ト
!

レ
ン
(
関
0
5
5巾ロ
S
Z円
巾
ロ
)
は
、
グ
ロ
ッ
サ
ト
l
レ
ン
の
説
を
分
類
の
定
評

あ
る
ス
コ
ラ
的
方
法
で
精
綴
化
し
た
。
彼
ら
の
う
ち
で
最
も
著
名
な
の
が
、
バ

ル
ト
ル
ス
(
切
と
Z
O
F
C
C
(
一
三
五

O
年
頃
の
ボ
ロ

l

ニ
ア
の
教
授
)
で
あ

り
、
そ
の
弟
子
の
パ
ル
ド
ゥ
ス
(
切
〉
F
U
C
る
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
法
律
家

達
と
競
い
合
っ
た
の
が
ト
ヮ
l
ル
ズ
か
ら
オ
ル
レ
ア
ン
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
法

律
家
達
で
あ
っ
た
。

二
ハ
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
聞
で
は
デ
ュ
ム

l

ラ
ン

C
 

(宮

c
z
z〉相
C
M
)
〉
と
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ト
レ

(
0
・〉同
C
開Z
吋
忍
一
)
が
卓
越
し
て
い

(
U
C冨
O
C
F同
Z

る
。
前
者
は
土
地
と
結
び
つ
い
た
レ

1
ン
法
の
敵
で
あ
り
、
従
っ
て
法
律
の
属

人
性
の
主
張
者
で
あ
っ
た
。
彼
が
婚
姻
そ
の
他
の
契
約
に
関
す
る
解
説
の
中
で
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当
事
者
に
よ
る
自
由
な
法
選
択
の
原
則
(
当
事
者
自
治
)
を
考
え
出
し
た
の
か

(m~ 

は
争
わ
れ
て
い
る
。
後
者
は
レ

l
ン
法
の
遅
れ
た
擁
護
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
全

て
の
土
地
に
と
っ
て
重
要
な
法
律
を
物
法
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
に
傾
い
て
お

り
(
法
の
属
地
性
)
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
論
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
影
響
力
を

か
ち
得
た
の
で
あ
っ
た
。

ω) 

一
六
五

O
年
以
降
の
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
特
に
そ
の
国
の
主
権
の
保
持
に
腐

従
っ
て
外
国
法
の
適
用
を
「
コ
ミ
タ
ス
」
、
即
ち
外
国
に
対
す
る
友
好

心
し
、
的
対
応
の
問
題
と
だ
け
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
卓
越
し
た
代
表
者
が
ウ
ル

リ
ク
ス
・
ヒ
ュ

l
パ
l
(
C
F
E
n
C
M
出
C
回
同
国
)
で
あ
り
、
英
国
や
北
ア
メ
リ

(
別
)

カ
に
お
い
て
も
槌
分
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
c

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
条
例
理
論
は
一
方
で
は
一
六
世
紀
か
ら
一
人
世
紀

に
至
る
ま
で
若
干
の
有
能
な
支
持
者
を
見
出
し
(
一
六
九

0
年
頃
の
そ
の
う
ち

(
引
)

に
は
ハ

I
ト
(
国
岡
田
叶
)
、
或
い
は
ヘ
ル
テ
ィ
ウ
ス
(
国
間
同
叶
同

E))、
他
方
で
は

(e) カ
ル
ル
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ェ
ヒ
タ
l

(
わ
kv
同
F

の
開
。
問
。
当
kr
の
回
目
同
)
(
一
人

四
O
年
・
四
二
年
)
に
そ
の
破
壊
者
を
見
出
し
た
。
即
ち
彼
は
最
も
徹
底
的
に

そ
の
不
充
分
さ
を
-
証
明
し
、
前
に
述
べ
た
(
第
七
節

E
)
二
一
通
り
の
意
味
で

の
法
廷
地
法
の
準
拠
性
以
外
に
は
何
も
積
極
的
に
勧
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の

(m) 

で
あ
っ
た
。



4
、
一
九
世
紀
の
第
二
・
三
半
期
以
来
初
め
て
現
代
国
際
私
法
が
発
展
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

、、J
'a
 

f

，、
そ
の
創
始
者
と
し
て
は
、
三
人
の
著
述
家
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
ア

メ
リ
カ
人
ス
ト
ー
リ
ー
(
ω
J

『O
同
4
)
(
C
O
S
H
口問ロ

S
2
2
0ロ
件
p
m

。
。
ロ
岳
町
件

。
同
戸
担
当
♂
一
戸
∞
ω
A
F
)

は
判
例
の
詳
細
な
分
析
を
し
、

ド
イ
ツ
人
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
・
カ
ル
ル
・
フ
ォ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ュ

l

ハ
匂
国
同
開
口
問
同
門

υ
Z
門
U
K
F
同
F

〈

O
Z

ω〉
〈
同

O
Z
J
R〉

(ω
百円四
B
a
2
F
2立
鈎
mwHH

列
。

B
U
n
F巾
ロ
同
町
口
町
民
間
〈
口
同
・

5
8〉
は
問
題
の
立
て
方
に
お
け
る
「
コ
ベ
ル
ニ
グ
ス
的
転
回
」
、

即
ち
法
律

そ
の
各
々
に
つ
い
て
「
本
拠
」
を

(m) 

定
め
よ
う
と
し
た
も
の
へ
の
変
更
を
行
っ
た
発
案
者
で
あ
る
c

最
後
に
イ
タ
リ

か
ら
事
実
関
係
、
「
法
律
関
係
」

と
い
う
、

(5) 

は
民
族
性
原
則
の
闘
土
と
し
て
成
功
を
収

(m) 

め
(
一
八
五

O
年
以
来
〉
、
ま
た
抵
触
法
上
の
条
約
の
推
奨
者
で
あ
っ
た
。

ア
人
マ
ン
チ
l
ニ
(
沼
〉

Z
2
z
c

第二版

問
題
の
立
て
方
に
お
け
る
サ
グ
ィ
ニ

I
的
展
開
の
帰
結
と
し
て
「
ス
タ
チ
ュ

I
ト
」
と
い
う
語
の
用
法
も
ま
た
変
っ
た
。
即
ち
以
前
は
そ
れ
は
個
々
の
法
律

(
抵
触
法
的
見
方
の
出
発
点
と
し
て
)
を
指
し
て
い
た
が
、

l
l今
日
で
は
各

々
準
拠
さ
れ
る
法
秩
序
(
即
ち
こ
の
見
方
の
最
終
点
)
を
指
す
。
つ
ま
り
行
為

抽
出
力
の
ス
タ
チ
ュ

1
ト
は
行
為
能
力
に
つ
い
て
準
拠
さ
れ
る
法
で
あ
り
、
債
権

の
ス
タ
チ
ュ

l
ト
は
債
権
関
係
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
物
の
ス
タ
チ
ュ

l

ト
は
物
権
訟
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
相
続
ス
タ
チ
ュ

l
ト
は
相
続
に
つ
い
て
準

拠
さ
れ
る
法
等
々
で
あ
る
。

「国際私法の基礎理論」

(b) 

一
九
世
紀
全
体
の
共
通
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で

l
l相
異
な
る
国
内
学
派

に
も
か
か
わ
ら
ず
1

1
原
則
と
し
て
普
通
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
し
て
妥
当
し
て
い

た
国
際
私
法
の
国
内
化
で
あ
る
。
こ
の
国
内
化
は
、
ま
と
ま
っ
た
統
一
一
国
家
へ

の
時
代
の
動
き
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
法
典
化
(
一
七
九
四
年
の
プ
ロ

イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
一
入

O
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
一
八
一
一
年
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
普
通
民
法
典
)
と
共
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

L
か
し
、
国

内
法
の
部
分
と
し
て
の
国
際
私
法
の
一
貫
し
た
取
り
扱
い
は
、
世
紀
末
に
至
っ

て
初
め
て
(
一
八
六
五
年
の
民
法
典
へ
の
い
わ
ゆ
る
前
加
篇
へ
の
国
際
私
法
の

イ
タ
リ
ア
の
法
典
化
後
に
〉
、
そ
し
て
ほ
ぼ
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
の
準
備
の
当

時
に
実
証
主
義
的
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
国

家
的
対
立
の
融
和
を
は
か
る
為
に
、
マ
ン
チ
l
ニ
は
、

i
l
既
述
の
よ
う
に
|
|

条
約
の
締
結
を
推
奨
し
た
。
(
最
初
の
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
は
一
入
九
三
年

に
催
さ
れ
た
。
)
相
異
な
る
低
触
法
の
併
存
に
よ
り
生
ず
る
個
別
問
題
が
次
第

に
自
覚
さ
れ
る
に
至
り
、
か
く
て
反
致
(
一
八
七
人
・
八
二
年
の
フ
オ
ル
ゴ

I

(m) 

事
件
〉
、
性
質
決
定
問
題
(
一
八
九
一
年
カ
i
ン
(
同
〉
Z
Z
〉
、
一
八
九
七
年
バ

ル
タ
ン
(
切
〉
問
、
『
H

Z

)

に
よ
り
に
発
見
さ
れ
た
〉
、

先
決
問
題
(
メ
ル
ヒ
オ
ー
ル

(沼恒

E
E
oと
が
一
九
三
一
年
、
ヴ
ェ
ン
グ
ラ

I
(
4
3
z
o
Eと
が
一
九
三

四
年
〉
が
生
じ
た
。
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一
九
世
紀
初
期
に
至
る
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紙
触
法
の
感
銘
深
い
時
代
区
分

と
そ
れ
以
来
の
諸
動
向
の
特
徴
付
け
を
し
て
い
る
の
が
ニ

i
デ
ラ

I
(
Z
Z・

0
巴
白
河
〉
で
あ
り
、
常
に
属
人
性
、
普
遍
性
、
属
地
性
と
い
う
標
語
を
用
い
て



料

(m) 

い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
基
準
は
明
ら
か
に
相
異
な
る
レ
ベ
ル
に
属
し
て
い

(
加
)
る
。
即
ち
属
人
性
は
こ
の
場
合
に
は
実
質
法
の
妥
当
又
は
適
用
範
囲
を
指
し
、

普
通
性
は
国
際
私
法
の
妥
当
性
を
、
属
地
性
は
或
い
は
一
方
を
、
或
い
は
他
方

を
指
し
て
い
る
。

資

的

ニ

O
世
紀
に
お
い
て
は
新
し
い
国
際
主
義
が
発
達
し
た
。
国
際
法
的
諸
前

提
、
若
し
く
は
対
人
高
権
と
領
土
高
権
の
原
則
か
ら
普
遍
的
国
際
私
法
を
展
開

し
よ
う
と
し
た
チ

ア
ノレ

"マ
のン
挫

ま~~fì
'吋
関
門

玄
〉
Z 
Z 、J
と
プ

ブ

ン
ケ
ン
シ
エL

タ

イ

〉ノ

(m，
胃
〉

Z
間
関

Z
M
・Ha問
国

Z
〉

ま
た
条
約
に
よ
る
国
際
私
法
統
一
に
失

望
を
味
わ
っ
た
後
に
は
国
家
的
国
際
私
法
体
系
の
土
壌
の
上
で
「
体
系
の
協

(
別
)

調
」
を
達
成
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
反
致
の
拡
張
、
比
較
法
的
性

質
決
定
、
先
決
問
題
の
従
属
的
連
結
、
公
序
の
抑
制
、
国
際
的
管
轄
権
の
条
約
に

よ
る
規
制
、
外
国
判
決
の
よ
り
緩
和
さ
れ
た
承
認
を
通
じ
る
努
力
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
入
学
者
の
中
で
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ

1
ベ
ル
が
特
筆
に
値
す
る
が
、
彼

は
、
そ
の
実
質
法
上
実
証
済
み
の
比
較
法
に
よ
る
法
発
見
の
方
法

l
l即
ち
統

に
一
九
世
紀
に
存
在
し
た
立
法
や
一
般
法
理
論
の
僕
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
判

(
別
)

例
に
奉
仕
す
る
比
較
法
i
l
t
を
国
際
私
法
へ
も
応
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
l
は
、
「
強
行
債
務
法
」
の
特
別
連
結
を
も
っ

(
加
)
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ

l
以
来
押
し
や
ら
れ
て
い
た
法
律
か
ら
す
る
国
際
私
法
の
見
方

を
(
前
掲
第
四
節

E
参
照
)
再
び
そ
の
体
系
に
位
置
付
け

l
lそ
れ
を
絶
対
化

す
る
こ
と
も
な
く
1

1、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
行
政
法
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も

超
国
家
的
に
構
成
さ
れ
た
双
方
的
抵
触
規
定
で
対
処
す
る
見
通
し
を
開
い
た
の
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で
あ
る
(
前
掲
第
四
節

W
)。

今
世
紀
の
今
一
つ
の
傾
向
は
、
大
な
り
小
な
り
抽
象
的
な
低
触
規
則
の
動
き

の
彼
方
に
、
そ
れ
に
従
っ
た
準
拠
法
の
実
際
の
適
用
と
そ
の
具
体
的
結
果
を
よ

り
明
確
に
視
野
に
把
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
事
案
に
対
し
て
満

足
の
ゆ
く
実
質
的
結
果
を
適
応
や
公
序
と
い
う
「
第
二
段
階
」
に
お
い
て
は
じ

(
前
掲
第
五
節

E
2参
照
)
、
出
来
る

限
り
最
初
か
ら
達
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
勿
論
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
何
ら

め
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く

満
足
の
い
く
体
系
的
な
解
決
方
法
を
も
も
た
ら
し
て
い
な
い
。

全
体
と
し
て
は
、
最
近
好
ん
で
「
古
典
的
」
と
称
さ
れ
る
現
代
国
際
私
法
の

終
震
を
告
げ
る
べ
き
何
ら
の
根
拠
も
存
在
し
な
い
。
今
日
死
滅
す
る
も
の
は
、

せ
い
ぜ
い
若
干
の
条
例
理
論
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
硬
直
し
た
原
則
(
契
約
及

び
不
法
行
為
に
対
す
る
行
為
地
法
の
一
般
的
妥
当
の
よ
う
な
)
に
す
ぎ
ず
、
既

得
権
の
過
剰
な
保
護
や
国
籍
主
義
に
す
ぎ
な
い
。
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
私

法
は
、
そ
の
機
能
範
囲
が
国
際
的
事
実
関
係
の
処
理
の
他
の
形
式
に
よ
り
1
1
1

管
轄
法
制
、
特
別
実
質
法
や
法
統
一
の
よ
う
な

|
1著
し
く
狭
め
ら
れ
る
と
し

て
も
、
時
代
の
更
に
幾
多
の
変
遷
を
切
り
抜
け
る
に
充
分
な
柔
軟
性
を
有
し
て

い
る
。

る
。本

し第
7J~‘ 

も章
骨の
十基
底礎
触と
規 7下

吉長
そ中

講義
百廿 え

要て

がそ

Ta 
塑2
章閏
¥J 捻割

と
り
か
か

そ
の
次
に



そ
の
法
効
果
、
即
ち
あ
る
法
の
「
連
結
」
と
称
さ
れ
る
適
用
の
為
の
援
用
(
第

三
章
か
ら
第
五
章
)
、
最
後
に
外
国
法
の
本
来
の
適
用
(
第
六
章
)
を
み
る
。

最
終
章
(
第
七
)
は
手
続
法
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

(5) 

(
加
)
外
国
人
と
、
又
外
国
人
間
の
法
交
通
に
つ
い
て
の
み
妥
当
し
た
「
外
人

法
」
と
し
て
の
ユ

1
ス
・
ゲ

γ
チ
ウ
ム
と
い
う
流
布
さ
れ
て
い
る
名
称
に

反
対
し
て
い
る
、
戸
可

-
u
o
z
g
f
。
芯

4
〈口同
N
柏
戸
口
門
戸

2
岡山巾肉冊目

-onc田
B
間同庁

R
E
S
F
5
5
5
2
n
Eロ
〉
P
2
E
B
(巴
師
団
・
出
回
ヨ
・

σロ円
m
H由
。
∞
)
印
(
)
Z・
3

を
み
よ
。
関
〉
凶

E
・

0
白
帥
円
0
5
2
n
y町

田

ωHL〈
間
同
百
円
伊
丹
N
H
(
S
U
1
H〉
NCN
吟
・
参
照
。

(
加
)
。
。
色
白
H

F

H

u

m

U
ロロ
n
t
v由
旬
。
唱
己
目
。
田
・

(
加
)
否
定
的
な
の
が
の
〉
宮
戸
戸
国
内
巴
開

P
U
2
開
宮
出
口
お
り
ロ

SOE--ロ
∞
恒
三

円
四
日
開
明
白
伴
者
-
n
r
Zロ
何
色
合
出
問
。
-
Z
色
。
ロ
帥
司
mn伊
丹
田
(
戸
由
日
日
)
]
戸
]FOR-
で

あ
り
、
肯
定
的
な
の
が
巧
同
の

R
F
N
5
0
0
m
B
g
m
g
n
z
s
g
S
2

H
M
m
W
3
2
2
gロ。
B
S
F
E
弔
問
(
宅
百
広
三
宮
己
司
同
由
自
己
目
同
・
そ
の

書
評
は
り
Z
間
関
宮
口
円

E
F
河田
σ
m
Z
N
ω
N
(
H虫
色
町
日
叶
戸

(
別
)
前
出
注
(
叩
凶
)
参
照
。

(m)
前
出
注
(
鴎
)
参
照
。

(m)
喝し
T
U
Z
叶開
F
C
σ
巾
円
円
同
お
わ
0
5巳
。
ロ
島
2
H
M門
戸
〈
担
庁
吋
巾
ロ
耳
目
悶
2
2
N
m

〈
2.田
n
y広
島
市
ロ

21ω
同
国
同
伴
巾
ロ
一
〉
ロ
阿
MMAF(同∞
AF--〉
N
ω
C
R・山

N印
ハ
同
∞
AFN)

H
R・-
g
H
R・-
g
H
片
岡
・
後
に
巧
U
R
5
2・
H
M
g
r
z
g
H
C
g
o
)
広
由

民
・
は
「
本
来
単
な
る
立
法
原
則
」
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
サ
ヴ

ィ
ニ

i
と
対
決
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
サ
グ
ィ
ニ

1
も
ま
た
抵
触
事
案

に
対
す
る
制
定
法
規
の
優
越
を
承
認
し
て
お
り
(
二
五
頁
以
下
)
、
他
方

第二版「国際私法の基礎理論」

で
は
ヴ
エ
ヒ
タ

l
自
身
も
(
禰
充
的
に
)
「
関
係
の
佐
賀
」
に
依
っ
て
い

る
ご
四
七
頁
)
。
真
の
対
立
は
、
絶
対
的
「
属
地
原
則
」
(
前
掲
)
|
|

後
掲
第
二
三
節
、
特
に

E

1
参
照

1
!
と
「
国
際
法
的
共
同
体
」

a
E阿・

0
Z
4
N
4
)

の
そ
れ
で
あ
る
o

(
出
)
前
掲
第
四
節

I
並
び
に
後
掲
第
一
二
節

I
、

更

に

同

O
F
E
t
2』
Z
-

ρロ
巳
ρ
口
町
田
円
。
ロ
回
目
色
合
-mwzoロ
由
酔
匂
H10旬
。
師
会
w
-白
色
on丹
江
口
白
色
白

ω恒
三
間
ロ
『
ぃ

Z
白色・

1『
・
同
ロ
?
河
-
H印一

(HUA山∞
)Nω
吋
同
・
を
も
み
よ
。
都
世

触
法
的
連
結
が
、
事
物
の
「
性
質
」
或
い
は
任
意
の
「
服
従
」
か
ら
ひ
き

出
さ
れ
る
か
、
或
い
は
「
当
事
者
の
利
益
」
か
ら
か
は
、
何
ら
本
質
的
な

相
違
を
生
む
も
の
で
は
な
い
。
サ
ヴ
ィ
ュ

l
は
三
つ
の
根
拠
付
け
を
全
て

用
い
て
い
る
(
∞
己
m
m
m
σ
Z
Z開
c
z
h
c
p
ω
間
三
関
口
可
ロ
ロ
円
回
全
印

刷州市
n
y
g一
出
口
向
日
ロ
ロ
問
問
戸
岡
田
色
町
吋

Z
同
庁
ロ
円
品
開
門

ω田
口
町
四
日
何
回
ず
白
Z
N
H日

〔
HUAF由!日。〕

ω罰
事
〔
ω∞日時・・

ωJ『
ωR-wω
吋由一〕)の

(
別
)
彼
の
一
八
五
一
年
の
著
名
な
ト
リ
ノ
講
義
ヨ
ロ
己
目
印
ロ
民
一
向
。
口
同
-FS

n
o
g巾
向
。
ロ
色
白
5
2
S
色巾

-
a『
王
。
。
冊
目
-
m
m
g
a
-
-
は
、
勿
論
国

際
私
法
に
つ
い
て
は
た
だ
一
言
ふ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
〉
n
H
u
g
c

ハ
H甲
田
同
〉
人
p
m
v

∞

Z
-
M
H
を
み
よ
。
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
イ
タ
リ
ア
の
一

八
六
五
年
の
国
際
私
法
の
法
典
化
に
対
す
る
彼
の
影
響
で
あ
り
、
ロ
ロ
ロ

2

H
(戸∞
J可品
)
M
M
H
R・-
M日
∞
町
内
・
(
短
縮
さ
れ
て

MN虫、・

aH1・
-
ロ
片
・
-
静
岡
・
斗

〔
H∞吋向山〕

ωN由
民
-
一
イ
タ
リ
ア
語
版
は
口
町
・
同
ロ
斤

-Mω

〔同由一山由〕戸

ω∞叶

同
・
)
の
国
際
私
法
統
一
の
為
の
条
約
の
効
用
に
関
す
る
鑑
定
書
で
あ
る
。

(
町
)
前
出
注
(
加
)
を
み
よ
。

(別〉

Z
Z
U
E
E
-
田
口
E
F
E口
問
宮
内
出
叩
白
己
ぬ
m
g
m山
口
町
ロ
戸
市
町
吋
m
H
M
b
g

HH》同州臼

(HUAWH〉

H∞lJ『十

北法34(1・199)199 



料

(m)
〉・国・

0
・
4
N
・

(別
)

N

円同国
F
玄、
F
z
z
e
H
司
m

H

G

ロ円四回同
(
H
∞喧叶
U
]
F
m
E
H
U
N
〉
山
明
田
〉
z

m

開Z
同吋巴
Z-

同司
H

N

(

の円白ロ
N
円
mwnF3
岡
山
〈

(
H
U
N
白

15ω
印一)・

(
別
)
前
出
注
(
削
)
参
照
。

(
捌
)
阿
川
〉
国
間
w
f
c
c
m
w
E出甲円三日
O
ロ
Na吋
?
N∞
吋
同
・
(
後
掲
第
一
五
節

E
3
参

照
。
)

(
加
)
前
出
注
(
問
)
。

資

第
二
章

抵
触
規
定
の
構
成
要
件

抵
触
規
定

「
紙
触
規
定
(
同
0
2
2
Eロ印ロ
O
吋
5
3ど
と
い
う
名
称
は
、

語
法
に
従
え
ば
時
に
自
ら
適
用
し
う
る
回
日
明
ら
か
に
し
て
い
る
若
干
の
法
秩
序

問
の
真
の
抵
触
、
衝
突
を
前
提
し
て
い
る
規
定
に
対
し
て
だ
け
用
い
ら
れ
る
の

で
は
な
い
。
(
こ
の
狭
い
意
味
で
の
抵
触
規
定
は
、
た
と
え
ば
属
人
法
に
対
す

る
所
在
地
法
の
優
先
に
つ
い
て
の
民
施
法
第
二
人
条
で
あ
ろ
う
0
)

む
し
ろ
そ

の
用
語
を
法
適
用
・
指
定
・
連
結
規
則
に
対
す
る
同
意
語
と
し
て
、
同
様
に

「
抵
触
法
」
を
法
適
用
・
指
定
法
に
対
す
る
同
意
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

よ
り
広
い
意
味
に
お
い
て
は
低
触
法
の
単
な
る
補
助
・
補
充
規
定
(
従
属
的

(55冊目
Z
Sロ
a
m
)
低
触
規
定
)
も
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
は
或
い
は
原

第
一
一
節

一
般
的
用

則
と
し
て
全
て
の
自
立
的
抵
触
規
定
に
対
し
て
妥
当
し
う
る
か
(
民
施
法
第
三

O
条
の
公
序
の
為
の
一
般
的
留
保
条
項
)
、
或
い
は
自
立
的
抵
触
規
定
の
あ
る

グ
ル
ー
プ
に
加
わ
る
か
(
特
定
の
家
族
・
相
続
法
上
の
規
定
に
加
わ
る
前
述
の

民
施
法
第
二
八
条
の
よ
う
に
)
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
個
々
の
も
の
に
だ
け
加
わ

北法34(1・200)200 

る
(
た
と
え
ば
民
施
法
第
七
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
一
一
条
第
二
項
の
制
限

的
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
第
七
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
一
一
条
第
一

項
は
特
定
の
法
律
行
為
へ
は
何
ら
の
適
用
を
も
み
な
い
の
で
あ
る
)
こ
と
が
あ

。
v
Q
 

「
抵
触
規
定
(
問
。
-
E
包
O
ロ
∞
ロ
。
コ
ロ
)
」
(
芯

m宮
内
田
町
円
。
ロ

EH)
と
い
う
言
葉

(
波
)

を
あ
る
問
題
を
欠
散
な
く
完
全
に
規
律
す
る
こ
と
に
限
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
は
「
規
制
(
河
町
m
m
L
ロ
ロ
伺
)
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。

即
ち
紙
触
規
定
と
よ
ぶ
の
は
、
全
て
の
紙
触
法
的
規
定
で
あ
る
。
そ
の
反
対

は
、
実
質
法
的
、
或
い
は
実
質
的
規
定
で
あ
り
、
「
事
項
規
定

(ωRFロミ・

g
gと
と
も
又
「
実
質
法
の
規
定

(
Z
R
B
g
《同町田

ω
R
F円
四
円
芹
凶
)
」
(
民

法
第
三
篤
の
意
味
で
の
「
物
権
法
宙
開

n
Z
2
2
Eど
と
混
同
す
べ
き
で
は
な

い
)
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

ヨ
ヨ
曽
件
。
ユ
己
て
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
以
外
で
は

L
0
5
5
z
z
(方
式
に

関
連
す
る
)
又
は

LM吋。
N

刊由回巳白

τ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
第
一
一
一
の
最
も
広
い
意
義
を
も
つ
に
至
る
。
即
ち
抵
触
法
に
対
し

て
は
方
式
・
訴
訟
規
定
も

3
5丘
町
門
戸
出
口

g
R
な
法
で
あ
る
。
他
方
で
は
法
律



行
為
の
方
式
の
為
の
抵
触
規
定
や
訴
訟
的
抵
触
規
定
(
特
に
管
務
権
・
承
認
規

則
)
と
反
対
に
「
実
体
的
抵
触
法

(HHgZ江
町
巴
叩
印
関
♀
ロ
閉
山
O
ロ
m
g
n
Z
)
」

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

l
l‘
フ
ラ
ン
ス
人
は
実
質
法
♀
忠
同
国
民

R
Z
H
Z

HNm凸
伊
丹
)
を
「
国
際
法

2
2
x
g
z
s
h
H昨日。
R
W
}
)

」
と
対
立
す
る
「
園
内
法

(弘司
O
x
u
g「
ロ
叩
〉
」
と
よ
ぴ
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
ヨ
田
口

σ田
仲
田
口
広
ぐ
巾
去
又
は

3
H
H
g
E
n
e白
τ
又
は
ヨ
色

0
5
2巴
円
】
担
当
食
と
よ
ぷ

0
2
0
5
2
z
n
g唱

は
そ
れ
故
ド
イ
ツ
の
「
内
閣
(
町
立

5
2
n
y
)」
法
、
つ
ま
り
外
国
法
に
対
す
る

国
内
法
と
同
一
で
は
な
い
。
)
そ
れ
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
人
は
ヨ
ロ
。
コ
ロ
m

E
Z
B叩
2
2
H
-
2
0
Z
Z
E
E
-
oロ
丘
町
胃
吉
田
仲
O
R

に
よ
っ
て
内
国
抵
触

規
定
を
指
す
。
|
|
様
々
な
通
称
の
う
ち
の
ど
れ
が
他
の
も
の
よ
り
誤
解
を
招

か
な
い
か
、
に
つ
い
て
は
争
い
う
る
の
で
あ
る
。

(5) 

抵
触
規
定
と
事
項
規
定
の
限
界
上
に
あ
る
の
が
、
国
際
的
事
実
関
係
に
対
す

る
(
国
内
又
は
国
際
的
な
)
特
別
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
即

ち
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
般
的
国
内
法
の
特
別
法
の
限
界
画
定
を
す
る
限
り
で
は

第二版

事
項
法

3
2
F
B
n
v
C
に
属
す
る
(
そ
こ
で
外
国
の
構
成
要
件
要
素
を
問
題

と
す
る
)
が
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
れ
ら
が
一
般
的
国
際
私
法
に
よ
る
準
拠
法
の

適
用
を
排
除
す
る
場
合
に
は
紙
触
法
に
属
す
る
。
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
は
両
機
能

(
加
)

を
同
時
に
満
た
し
て
い
る
。

「国際私法の基礎理論」

(m)
そ
の
よ
う
に
叶
，
F
P
Z
Z
巴

r
m白
σ目
Z
N
N
N
(同由問、吋)九日()ゲ品
{
)
A
F

ロロ岱

山
口
一
戸
国
語
白
ロ
円
凶
同
ロ

Z
H・
ロ
己
目
。
口
弘
、
吋
門
担
島
町
咽
可
冊
目
凶

g
n
y司即時門

ω円町民岡山片付
S

F
O
R
Q
Eロ
広
口
三
国
・
玄
・

5
叶
ω〉
ω
雪

(
加
)
時
四
四
戸
内
回
1
0
同11
同℃匂ロロ伊丹
F

G

ロ同】叫
O
〈
F

弘
O
ロ
凹
の
こ
の
ア
ン
ピ
バ
レ
ン
ス
に

つ
い
て
は
た
と
え
ば

ω呂
田
国
ポ

ωも
2
・己仲問問

F
0
4
W
C
ロ
ヨ
宵
仲
間
司
〈
U
-
曲目・

関
。
旬
開
ロ
伊
国

mgu
広品目)・

ωロ
ヨ
自
由
ミ
・

ω叶
∞
ゐ
∞
叶
『
-
u

烈
日

0
2
3
F
F同国・

何回口町四日

Z
H
W
H∞申吟・

g
X
耳目町同町吋四ロ

HA宮
町
当
巳
回

mHH
を
み
よ
ο

明
文
の
抵
触
規
定
と
共
に
他
の
規
定
中
に
含
ま
れ
て
い
る
「
隠
れ
た
抵
触

規
定

(
5
3
g
n
r
s
問。
-
Z
色
。
ロ
田
口
O
円
g
g
)」
も
存
在
し
て
い
る
(
「
隠
れ

E た
」
と
い
う
の
は
意
識
的
な
隠
匿
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
客
観
的
に
隠
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
〉
。

1
・
特
に
そ
れ
ら
は
管
轄
規
定
の
中
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九

O
二一

年
に
は
既
に
、
ュ

l
マ
イ
ヤ
l

ハ吋

Z
-
Z
Z玄
E

E〉
は
、
合
衆
国
に
お
い
て

は
離
婚
に
対
す
る
管
轄
権
の
前
提
要
件
が
、
「
そ
の
う
ち
に
抵
触
問
題
の
重
点

が
存
在
し
、
実
体
的
低
触
規
定
が
ま
さ
に
そ
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
、
と
い
う

(
加
)

風
に
定
め
」
ら
れ
て
い
る
旨
を
述
べ
て
い
る
(
後
掲
第
三
七
節
隠
れ
た
反
致
参

照〉。
2
・
更
に
あ
る
事
項
規
定
の
う
ち
に
は
付
属
し
た
抵
触
規
定
が
隠
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
民
法
第
二
四
四
条
1

1
外
国
通
貨
に
よ
る
債
務
は
明
示
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の
別
段
の
合
意
が
な
け
れ
ば
内
国
で
は
ド
イ
ツ
の
通
貨
に
よ
り
履
行
さ
れ
う
る

ー
ー
は
、
無
言
の
う
ち
に
こ
の
規
定
が
債
務
準
拠
法
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
妥

(
加
)

当
す
る
こ
と
を
欲
す
る
旨
の
紙
触
規
定
を
合
ん
で
い
る
。
或
い
は
あ
る
法
律
が

本
来
強
行
的
な
(
ロ
ロ
阻
ま

g
間
ず
出
品
規
定
が
特
定
の
内
国
関
連
性
の
欠
如
し



料

て
い
る
場
合
に
義
務
的

(
2
5
-
z
-
R
5
で
な
い
旨
述
べ
て
い
る
場
合
に
は

(
商
事
代
理
人
に
関
す
る
商
法
第
九
二
条

C
、
同
様
に
船
主
責
任
に
関
す
る
一

資

九
三
九
年
一
二
月
五
日
の
条
例
問
。

E
・
M

M
日
C
H

の
第
二
条
第
一
号
参
照
)
、

そ
の
う
ち
に
は
当
該
内
国
関
連
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
無
条
件
に
内
田
法
が

適
用
さ
れ
る
べ
き
、
即
ち
当
事
者
に
よ
る
他
の
法
の
選
択
を
排
除
す
る
、
と
い

(
加
)

う
趣
旨
の
低
触
規
定
が
隠
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
一
般
的
に
は
外
国
的
構
成

要
件
要
素
を
示
す
規
定
に
は

l
lた
と
え
ば
外
国
人
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る

外
人
法
規
定
に
お
い
て
は

l
l、
こ
の
構
成
要
件
要
素
が
存
在
す
る
場
合
に
は

常
に
そ
れ
が
準
拠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
抵
触
規
定
が
通
例
含
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
反
対
例
も
あ
る
。
即
ち
、
外
国
的
構
成
要
件
要
素
を
伴

う
純
粋
の
事
項
規
定
で
あ
る
。

民
法
第
一
九
四
四
条
第
三
項
、
第
一
九
五
四
条
第
三
項
(
被
相
続
人
の
外
国

住
所
又
は
相
続
人
の
外
国
居
所
に
際
し
て
の
放
棄
及
び
取
消
期
間
)
は
、
ド
イ

ツ
の
相
続
準
拠
法
の
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
。
民
法
第
二
二
五
一
条
(
内
国
港

湾
外
に
お
け
る
ド
イ
ツ
船
上
で
の
海
上
遺
言
)
も
同
様
に
趣
旨
に
即
し
て
法
律

行
為
の
方
式
に
関
す
る
民
施
法
第
一
一
一
条
の
基
準
に
従
つ
て
の
み
適
用
さ
れ
う

(

印

刷

)

る
、
即
ち
外
国
領
水
内
で
の
外
国
人
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
無
条
件
の
特
別
法
に
対
し
て
国
際
的
事
実
関
係
に
対

す
る
条
件
付
特
別
法
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
統
一
売
買
法

(
前
出
注
(

M

M

)

)

は
た
し
か
に
そ
の
第
二
条
に
よ
れ
ば
無
条
件
の
特
別
法
で
は

あ
る
が
、
既
存
の
国
際
私
法
条
約
の
為
の
留
保
が
妥
当
す
る
場
合
(
枠
協
定
の

第
四
条
に
従
い
)
に
は
、
単
に
条
件
付
の
特
別
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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3
・
最
後
に
紙
触
規
定
は
他
の
国
際
私
法
規
定
の
う
ち
に
、
特
に
一
般
的
抵
触

規
定
が
特
別
(
例
外
)
規
定
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば

民
施
法
第
一
二
条
が
「
外
国
で
行
わ
れ
た
不
法
行
為
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
人
に
対

し
て
は
ド
イ
ツ
の
法
律
に
従
っ
て
理
由
の
あ
る
場
合
以
上
に
広
い
請
求
権
は
主

張
さ
れ
え
な
い
」
と
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
般
に
不
法

行
為
か
ら
生
ず
る
請
求
権
は
行
為
地
法
に
従
い
判
断
す
べ
き
で
あ
る
旨
が
間
接

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
似
)
吋
回
開
O
U
O同

Z
円
相
玄

E
d
p
Z円
相

B
N
E
(
5
0
ω
〉

AF
品川∞-

(
加
)
こ
の
通
説
に
対
し
て
は
民
法
第
二
四
四
条
の
実
定
的
性
質
も
働
か
な
い

(
∞
一
回
国
ご
〉
巧

usa-
品
誌
は
別
)
。
即
ち
内
国
通
貨
の
通
用
性
は
当

事
者
の
明
ら
か
な
意
思
に
よ
っ
て
排
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
直
ち
に
外
国
契

約
準
拠
法
に
後
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
方
的
抵
触
規
定
の
双
方
的
そ
れ
へ

の
拡
張
は
、
こ
こ
で
は
た
と
え
ば
各
支
払
地
通
貨
の
通
用
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
く
(
か
よ
う
に
主
張
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
司
・
〉
・
玄
〉

Z
Z

関
O
戸山包
O
ロ凹ロ
2
5
cロ仏

ω国
nyロ
2
B
B広
田
げ
ぬ
吋
巾
ロ
Nmロ
島
町
ヨ
斗
三
・

σ
2
gロ
仏
日
告
伺
吋

r
B目
fgυ
明
ロ
ロ
宮
山
O
ロ
叩
話
回
一
口
島
町
戸
内
回
冊
目
M
M

ユ
4
E吋冊目

n
v
g
w
Hり
2
2
n
y吋山内片岡、.何回山田
2
〔
同
国
立
〕

A
F
U
U
-
m
o
e
、
各
支
払
地
法

の
妥
当
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

(
加
)
か
よ
う
な
規
定
の
存
在
を
商
法
第
九
二
条

C
に
つ
い
て
肯
定
す
る
の
が

冨
〉
附
内
〉
戸
。
〈
・
の
司
ロ
ロ
向
日
ユ
-ω

岱

g
H句一同
C
S
C〉
回
目
で
あ
り
、
本
書
第



(5) 

一
版
(
四
九
頁
注
(
川
)
)
で
あ
げ
た
出
h
F
Z

回
同
〉
問
。
田
宮
と
担
問
は
そ

の
間
に

ω
n
y
d司
】

N

S

吋N
w

ω

a

z

・
申
に
お
い
て
彼
の
以
前
の
見
解
を

放
棄
し
た
。
そ
し
て
一
九
三
九
年
条
例
に
つ
い
て
は
そ
の
文
言
に
従
え
ば

そ
れ
が
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
の
が

Z
開。同開
F
0
2
.
円山口

B
z
n
y問

。
巾
ロ
ロ
口
問
的
ぴ
O

司巴
n
F

色
。
吋
出
向
白
岡
白
円
河
omo-ロ
心
深
M
M
〉
問
。
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
商
事
案
に
お
い
て
否
定
的
な
の
が
切
の
出
で
あ
り
、
ま

ず
切
の
出

ω
0
・
H
・
H
申
告
・
同
司
何
回
開
己
J

H

申由
(
)
l
a
H
Z
円
・
∞
宮
を
、
他
方

切
の
出

N
a
・
申
・
戸
田
町
、
ア
切
の
出
N

N

日-
N
印(
)
(
N
品印
)
H
H
M
》何回目
U
H
-
-

一戸市出向山由問、吋

Z

吋・印、吋白

(
ω

・
N
H
N
)

及
び

M
H
・一戸
N
・
Hmv
叶〔}・

H
M
M
何回目)吋・同
mv
吋(
)

Z
吋-

H
H
N
σ
(
ω

・
ω
斗

N
〉
を
み
よ
。

(
加
)
最
後
の
例
に
つ
い
て
河
〉
〉

2
・
H
司
H
N
P

参
照
。
そ
の
内
容
が
締
約
国

に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
条
約
に
お
け
る
無
条
件
の
特
別
法

の
導
入
に
批
判
的
で
あ
る
の
が
、
国
C
回
開
問
吋
切
〉
巴
岡
山
M
H
W

困
、
巾
印
可
回
目
広
田

2

-2
芯
岡
戸
刊
凹
円

ra--・回以・
5
由
H
A
V

ユ
巳
日
一
月

2
・n
門
戸
田
(
戸
田
町
田
〉
日
ω吋

R

・
(
書
評
岡
山
田
σ
巳印
N

ω

H
〔

H
安
当
〕
叶
由
由
民
・
)
山
口
同
・

ω

・日
S

R

・
厳
し
く

否
定
す
る
の
が
句
・
〉
-
冨

krzz(前
出
注
(
加
)
)
。

第二版「国際私法の基礎理論」

而
出

自
立
的
抵
触
規
定
の
構
造
は
他
の
自
立
的
法
規
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

後
者
同
様
に
前
者
は
一
つ
又
は
若
干
の
前
提
要
件
(
そ
の
規
定
の
構
成
要
件
に

よ
り
書
き
換
え
ら
れ
る
)
を
法
的
効
果
(
法
律
効
果
)
と
結
び
つ
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
或
い
は
「
(
具
体
的
事
実
関
係
が
法
律
に
よ
る
構
成
要
件

を
実
現
す
る
)
場
合
に
は
、
(
法
律
中
で
示
さ
れ
た
法
律
効
果
が
生
ず
る
と
と

(
捌
)

い
う
周
知
の
図
式
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
か
、
或
い
は
逆
に
特
定
の
法
律
効
果
に

対
し
て
前
提
要
件
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
形
で
生
じ
る
o

1
・
紙
触
規
定
の
法
律
効
果
が
|
|
こ
の
側
面
を
簡
潔
に
先
取
り
す
れ
ば

l
l

直
接
的
に
実
質
法
的
種
類
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
は
な
く
(
た

と
え
ば
支
払
義
務
や
解
雇
権
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
)
、
特
定
法
秩
序
の
準
拠

性
に
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
り
詳
じ
く
は
、
こ
の
準
拠
法
秩
序
は
、
或
い
は
具
体
的
に
あ
げ
ら
れ
(
「
本

法
」
、
「
ド
イ
ツ
の
法
律
」

又
は
「
内
国
の
法
律
」
〉
、

或
い
は
事
実
関
係
の
あ

る
要
素
を
引
合
い
に
出
し
て
一
般
的
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
要
素
が
い
わ(制
)

ゆ
る
連
結
基
準
又
は
要
素
で
あ
り
、
ま
た
連
結
根
拠
又
は
事
実
と
も
呼
ば
れ
る

(
た
と
え
ば
「
そ
の
者
の
属
す
る
国
の
法
」
と
い
う
風
に
、

-

1

ど
の
国
が
そ

れ
で
あ
る
か
は
次
に
事
案
毎
に
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
)
。

こ
の
よ
う
な
構
成
の
相
違
は
抵
触
規
定
に
特
殊
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

質
法
の
規
定
に
お
い
て
も
法
的
効
果
は
或
い
は
精
確
に
あ
げ
ら
れ
(
「
生
存
配

偶
者
は
遺
産
の
半
分
を
相
続
す
る
」
)
、
或
い
は
事
実
関
係
の
一
要
素
を
持
ち
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
(
「
子
供
達
は
等
分
に
相
続
す
る
」
、

即
ち
各
々
そ
の
数
に
応
じ
て
)
。
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低
触
法
に
お
い
て
は
た
だ
一
つ
の
法
秩
序
(
通
常
国
内
の
)
の
適
用
の
み
を

述
べ
て
い
る
規
定
を
「
一
方
的
」
抵
触
規
定
(
画
定
規
定
(
〉

σぬ『
E
N
E
M
3・

ロ。吋
H
H
H
S
)

と
も
い
う
〉
と
よ
び
、
そ
れ
に
対
し
て
内
国
法
秩
序
と
同
様
に
あ
れ

」
れ
の
外
国
法
秩
序
も
そ
れ
に
従
っ
て
ル

I
ト
に
の
り
う
る
今
一
つ
の
規
定
を



料

「
双
方
的
守
口

R
X仲
間
)
」
と
よ
ぶ
。
(
「
双
方
的
」
と
同
義
的
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

る
用
一
訟
で
あ
る
「
双
面
的
公
認
包

8
E
m〉
」
又
は
「
多
面
的
ハ
日
開
官

8
5
m〉」

資

は
真
に
こ
っ
若
し
く
は
限
ら
れ
た
数
の
法
秩
序
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
条
約

(
捌
)

中
の
抵
触
規
定
に
留
保
す
べ
き
で
あ
ろ
う
0
)

双
方
的
抵
触
規
定
の
中
で
は
「
不

完
全
双
方
的
」
規
定
は
、
特
定
の
場
合
に
対
し
て
の
み
準
拠
外
国
法
を
あ
げ
て

い
る
(
民
施
法
第
二
二
条
第
一
項
。
そ
れ
は
婚
約
者
の
一
方
が
ド
イ
ツ
人
で
あ

る
か
、
そ
の
婚
姻
が
内
国
で
締
結
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
婚
姻
の
成
立
宙

Z'

m
制
作

7
5
ロ
巴
を
規
律
し
て
い
る
)
。
そ
れ
に
対
し
て
「
完
全
双
方
的
守
。

zr。E

s
s
g
田
口
由
民
丘
町
州
問
〉
」
(
つ
ま
り
、
完
全
な
守

a
z
s
E石
市
〉
)
抵
触
規
定

は
何
ら
の
そ
の
よ
う
な
制
約
を
含
ん
で
は
い
な
い
(
た
と
え
ば
人
の
行
為
能
力

に
関
す
る
民
施
法
第
七
条
第
一
項
〉
。

形
式
上
一
方
的
な
紙
触
規
定
が
し
ば
し
ば
直
ち
に
完
全
な
そ
れ
へ
と
拡
張
さ

れ
る
(
か
よ
う
に
民
施
法
第
一
四
条
以
下
、
第
一
八
条
自
至
第
二

O
条
、
第
二

二
条
の
一
方
的
な
冒
頭
の
文
言
が
拡
張
さ
れ
る
)
。
し
か
し
な
が
ら
立
法
者
が

確
固
た
る
原
則
に
従
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
内
国
法
の
適
用
だ
け

を
優
先
せ
し
め
る
べ
き
か
(
い
わ
ゆ
る
特
異
(
凹

E
m
z
E
C
規
定
、
或
い
は
排

他
的
規
定
(
開
凶

E
ロ包
4
ロ
o
コ
同
岡
市
口
)
)
、
或
い
は
相
当
の
事
情
の
下
で
は
外
国
の

法
律
の
適
用
を
も
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
瞭
に
認
め
得
な
い
よ
う
な
例

外
を
く
み
込
ん
で
い
た
が
故
に
、
時
に
こ
れ
に
は
困
難
が
伴
っ
た
。
た
と
え
ば
、

民
施
法
第
一
四
条
第
二
項
、
第
一
九
条
第
二
段
、
第
二

O
条
第
二
段
に
つ
い
て

は
そ
の
拡
張
可
能
性
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
あ
る
種
の

家
族
法
上
の
問
題
に
対
し
て
、
そ
の
中
心
人
物
は
た
し
か
に
ド
イ
ツ
帝
国
籍
を

喪
失
し
て
は
い
て
も
他
の
者
が
そ
れ
を
保
持
し
て
い
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
の

(
加
)

法
律
が
や
は
り
準
拠
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
地
中
正
又
は
養
子
縁

組
の
為
の
ド
イ
ツ
人
子
供
と
そ
の
親
族
の
同
意
に
関
す
る
第
二
二
条
第
二
項
に

つ
い
て
も
争
い
が
あ
る
。

「
消
極
的
に
一
方
的
な
」
紙
触
規
定
と
し
て
は
、
内
国
法
の
適
用
を
排
除
す

る
だ
け
で
、
そ
れ
に
相
当
す
る
事
案
に
お
い
て
外
国
法
秩
序
の
適
用
を
制
限
す

る
も
の
を
あ
げ
た
い
。
こ
れ
は
、
外
国
人
へ
の
特
定
の
法
律
の
適
用
が
一
般
低

触
法
的
原
則
に
反
し
て
認
め
ら
れ
な
い
(
「
本
法
は
外
国
人
が
そ
の
余
に
お
い

て
は
内
国
法
に
服
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
外
国
人
に
対
し
て
は
妥
当
し
な
い
」
)

と
い
う
風
に
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
他
の
形
式
、
つ
ま
り
「
二
段
階
の
」
抵
触

規
定
に
つ
い
て
は
、
後
担
問
第
一
六
節

E
Z
b
を
み
よ
。
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2
・
補
説
(
開
同
宵
ロ
門
田
)
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
民
施
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

抵
触
規
定
が
主
と
し
て
一
方
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
適
用
上
は
双
方
的

に
拡
張
さ
れ
う
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
法
の
適
用
範
囲
も
ま
た
そ
の
国

有
の
抵
触
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
場
合
に
も
三
方
的
抵
触
規
定

(m) 

の
体
系
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
積
極
的
、
消
極
的
管
轄
祇
触
(
規

範
重
複
と
規
範
欠
依
)
が
そ
れ
程
危
険
で
な
い
い
わ
ゆ
る
介
入
規
定
だ
け
に
つ

い
て
は
そ
の
賛
否
両
論
の
衡
量
の
後
に
、
前
述
の
と
こ
ろ
で
(
第
四
節

E
〉
こ
の

体
系
を
推
奨
し
て
お
い
た
。
他
の
分
野
に
対
し
て
は
一
方
的
抵
触
規
定
の
体
系

上
は
更
に
特
別
の
追
加
規
則
(
前
掲

I
で
述
べ
ら
れ
た
狭
い
意
味
に
お
け
る
紙



(
加
)

触
又
は
衝
突
規
定
)
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
或
い
は
内
国
実

質
法
の
優
先
に
回
帰
す
る
か
(
国
際
的
判
決
の
調
和
の
負
担
に
お
い
て
〉
、
或
い

は
最
後
の
手
段
と
し
て
の
内
国
の
一
方
的
抵
触
規
定
の
類
推
適
用
に
帰
す
る
。

す
る外

書目
イ私
タ渉

?を
γ 全

1主
シー
せャ
ず国伊

壁五
法い
に 2
2芳
香農
芸撃
さ雪
ぞ亨
い"，.

そ甫

か
よ
う
な
体
系
の
方
が
よ
り
中
庸
を
得
、

一
加
)

し
か
も
現
実
的
だ
と
恩
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
外
国
抵
触
法
の
あ
る
程
度
の

そ
れ
と
は
反
対
の
体
系
よ
り
は
、

制
酎
酌
と
双
方
的
で
事
実
関
係
か
ら
出
発
す
る
紙
触
規
定
を
結
合
す
る
こ
と
の
方

が
、
い
ず
れ
の
方
法
よ
り
も
優
先
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
前
掲
第
六
節
目
参
照
)
0

3

抵
触
規
定
の
構
成
要
件
は
、
概
ね
対
象
の
全
体
的
複
合
体
を
包
摂
す
る
の

で
あ
り
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
枠
・
体
系
・
集
合
・
法
・
指
定
概
念
、

ま
た
連

(め

結
・
指
定
対
象
と
も
よ
ば
れ
る
も
の
に
よ
り
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
(
た
と
え

ば
民
施
法
第
七
条
の
「
行
為
能
力
」
、
第
二
条
の
「
法
律
行
為
の
方
式
」
、
第

(
加
)

一
三
条
の
「
婚
姻
の
成
立
」
〉
0

第二版「国際私法の基礎理論」

法
律
効
果
が
双
方
的
復
触
規
定
に
お
い
て
よ
り
も
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
一
方

的
抵
触
規
定
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
よ
り
具
体
性
に

富
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
即
ち
双
方
的
抵
触
規
定
が
た
と
え
ば
土

地
取
引
に
対
し
て
「
所
在
地
」
法
に
よ
る
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
際
に
黙
一
示
的

に
そ
の
法
交
通
に
関
わ
る
ど
の
土
地
も
特
定
法
秩
序
の
妥
当
領
域
に
所
在
す
る

と
前
提
し
う
る
場
合
に
は
、
対
応
す
る
一
方
的
抵
触
規
定
は
、
ど
の
領
域
内
に

そ
の
土
地
が
所
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
(
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
土
地
法
が

適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
ド
イ
ツ
)
を
明
ら
か
に
述
べ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

各
抵
触
規
定
の
黙
示
の
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
故
特
に
構
成
要
件
中
に
あ
げ
え

な
い
の
が
準
拠
法
秩
序
の
中
に
意
図
さ
れ
た
種
類
の
実
質
的
規
定
が
そ
も
そ
も

存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
あ
る
外
国
人
が
遺
言
な
く
し
か
も
確
認
し
う
る
親
族
な
く
死
亡
し

た
場
合
に
は
、
彼
の
ド
イ
ツ
の
財
産
を
そ
の
本
国
法
に
服
せ
し
め
う
る
の
は
、

こ
の
法
秩
序
が
相
続
人
な
き
当
該
国
に
存
在
し
な
い
遺
産
に
つ
い
て
の
規
定
を

(
加
)

有
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

個
々
の
事
案
に
お
け
る
こ
の
前
提
の
存
在
は
、
外
国
法
秩
序
の
内
容
の
調
査

の
可
能
性
同
様
に
自
明
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
問
題
の
重
要
性
も

明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
故
抵
触
規
定
の
定
義
に
お
い
て
は
何
ら
強
調
す
る
に
及

ば
な
い
。
(
本
来
適
用
に
付
さ
れ
た
法
秩
序
に
適
用
し
う
る
規
定
が
欠
如
し
て

い
る
場
合
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
後
掲
第
五
二
節
補
充
法
を

北法34(1・205)205 

み
よ
。
)

同
様
に
、
ど
の
抵
触
規
定
も
使
用
さ
れ
た
連
結
素
の
具
体
的
な
存
在
を
前
提

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
(
た
と
え
ば
被
相
続
人
が
そ
の
死
亡
の
時
点
に
あ
る
国

籍
を
保
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
)
は
何
ら
の
強
調
も
要
し
な
い
。
そ
れ
が
欠



料

如
し
て
お
れ
ば
、
補
助
連
結
(
た
と
え
ば
住
所
又
は
居
所
)
に
よ
る
補
助
抵
触

規
定
が
必
要
で
あ
る
。

資

そ
れ
に
対
し
て
抵
触
規
定
の
構
成
要
件
が
一
般
に
何
を
包
摂
し
て
い
る
か
と

い
う
疑
問
は
よ
り
問
題
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
従
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

そ
れ
が
対
応
す
る
事
項
規
定
と
同
一
の
対
象
、
つ
ま
り
典
型
的
生
活
関
係
を
有

し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
そ
の
対
象
が
こ
の
種
の
ど
の
生
活
関
係
が
特
定
の

実
質
的
法
律
効
果
と
結
合
し
て
い
る
か
と
い
う
法
律
問
題
で
あ
る
の
か
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
掲
第
一
四
節
性
質
決
定
の
対
象
参

照、(
柳
川
)
た
と
え
ば

F
-
z
z
p
宮
丘
}
g
a
g
-
m
F
z
a
2
H
N
R
V
Z当岡田印

3
・

出口日同国内包

(
H

由叶印
)

N

U

∞
一
各
法
命
題
は
言
う
、
「
具
体
的
事
実
関
係
闘
が

構
成
要
件

ωを
実
現
す
る
場
合
は
常
に
こ
の
事
実
関
係
に
対
し
て
法
律
効

果
刷
仰
が
妥
当
す
る
」
、
参
照
。

(
捌
)
「
連
結
概
念
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
要
件
の
決
定
的

部
分
、
大
方
は
概
念
的
に
抱
え
ら
れ
た
「
連
絡
対
象
」
と
も
理
解
さ
れ
う

る
の
で
、
む
し
ろ
避
け
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

(
仰
)
口
問
。
回

Z
H
P
U
Z
問
。
ロ
目
前
回
。
ロ
日
ロ
。
吋
同
国
巾
ロ
庄
内
凶
巾
ロ

mmnvzy--r・

〈
2
1
2
1帥
mmロ
門
同
四
円

ω仲間
m
H
A
H
w

ロ
向
田
冊
目
。
由
昨
日
比
c
n
r即
日
。
何
回
州
由
(
]
戸
山
田
由
。
)

]戸町仏(同町山)・

F
C聞
の
同
月
4

・
同
ロ
仲
町
内
同
岡
田
氏
。
口
問
円
相
同
開
ANY-
竹山町凶口同町山口

N
7、即日
i

ロ
ロ
仏
国
白
ロ
門
凶
己
目
印
白
円
宮
町
四
回
(
。
回
同
i
∞刊円

-
E
g
g
)白
山
口
「
言
葉
の
狭
い
意

味
で
の
双
面
的
抵
触
規
定
」
、
参
照
。

(
加
)
こ
れ
に
つ
い
て
〉
C
E
Z
w
河田
σ巾
Z
N
N
ω
(
H
也市山∞)由吋由時・

(
加
)
こ
の
体
系
の
よ
り
古
い
代
表
者
は
、
当
同
開
口
忠
F吋
見
(
前
出
注
(
日
)
〉

AHihNo
今
日
の
主
唱
者
は

C
C〉

U
2・
円
相

N
Z巳
去
門
戸
山
・
℃
・
印

(sas

N
U
∞同・

(
加
)
統
一
的
な
利
益
法
学
的
取
り
扱
い
を
妨
げ
る
と
い
う
国
際
私
法
の
こ
の

よ
う
な
分
割
を
主
た
る
理
由
と
し
て
一
方
的
抵
触
規
定
の
体
系
を
非
難
す

る
の
が
巧
-
同
阻
ん

F
叶
開
問
(
前
出
注
(
臼

)
)
H
N
H
で
あ
る
。

(
加
)
そ
の
限
り
で
は
一
見
い
さ
さ
か
混
乱
し
た
肘
〈
回
目
凹
Z
♂
宮
司
由
・
巧
中

ロ四
-m吋
口
(
前
出
注
(
削
)

)

N

叶∞

2
・
出
の
解
説
も
正
し
い
。
即
ち
「
一

方
的
紙
触
法
主
義
者
の
資
格
は
伝
統
的
に
双
方
的
と
よ
ば
れ
た
紙
触
規
則

の
長
所
と
一
致
し
て
い
る
。
:
後
者
は
一
方
的
に
、
つ
ま
り
法
廷
地
闘

の
意
思
の
み
に
よ
っ
て
、
内
問
、
外
国
を
関
わ
ず
全
て
の
法
の
適
用
範
囲

を
定
め
る
規
則
で
あ
る
の
だ
か
ら

J

(
加
)
阿
国
。

2
5
F
F
E
-
-
)白
血
国
自
岡
市
吋
〉

σ
r
o
g自
由
ロ
ロ

σゆ
吋
仏
和
ロ

ω門
司
否
定

宮
古
色
町
ユ
普
門
町
肉
巾
吋
(
同
虫
色
目
白
は
、
こ
の
条
約
中
で
用
い
ら
れ
た
連
結

対
象
た
る
「
保
護
的
措
置
」
を
、
(
「
体
系
概
念
」
に
対
す
る
)
「
機
能
概

念
」
と
よ
ん
で
い
る
。

(
別
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
出
注
(
知
)
参
照
。
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抵
触
法
の
適
用
範
囲
は
、
そ
の
園
内
的
、
国
際
的
性
格
に
か
か
わ
ら
ず
、

論
理
的
に
は
全
て
の
私
法
的
事
実
関
係
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
純
内
国
法
的

事
案
に
つ
い
て
は
そ
の
結
果
、
つ
ま
り
法
廷
地
実
質
法
の
適
用
が
最
初
か
ら
確

(mm) 

定
し
て
い
る
が
故
に
、
単
に
自
覚
さ
れ
な
い
に
す
ぎ
な
い
。
通
常
の
明
ら
か
に

W 



内
園
、
法
的
な
事
案
は
紙
触
法
の
包
摂
に
ま
ず
服
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
問

題
の
あ
る
事
案
に
お
い
て
の
み
そ
れ
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
対
立
す
る
見
解

は
、
「
明
ら
か
な
(
冊
目
ロ
仏

2
5む
」
と
「
問
題
の
あ
る

egEgH白色
R
Z」

の
間
に
、
即
ち
全
く
懸
け
離
れ
て
い
て
明
ら
か
に
と
る
に
足
り
な
い
渉
外
関
係

と
場
合
に
よ
る
と
重
要
な
そ
れ
と
の
聞
に
は
っ
き
り
し
た
限
界
を
引
く
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
が
故
に
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。

(5) 

た
と
え
ば
あ
る
相
続
事
件
に
お
い
て
は
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
は
、
被

相
続
人
の
父
の
あ
る
外
国
か
ら
の
出
自
や
被
相
続
人
独
自
の
宗
教
的
信
仰
を
明

ら
か
に
注
目
に
値
し
な
い
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
第
一
の
事
情
は
英
国
抵
触

法
に
よ
れ
ば
郵
産
た
る
相
続
財
産
に
対
し
て
は
決
定
的
な
ド
ミ
サ
イ
ル
連
結
を

基
礎
付
け
う
る
の
で
あ
り
、
第
二
の
事
情
は
東
洋
的
見
解
に
よ
れ
ば
全
相
続
準

拠
法
の
規
準
を
な
す
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
ド
イ
ツ
法
圏
外
の
法
律
家
に
と
っ

て
は
そ
の
非
嫡
出
子
に
対
す
る
父
の
扶
養
義
務
を
、
民
施
法
第
二
一
条
の
定
め

る
よ
う
に
出
生
当
時
の
母
の
国
籍
へ
連
結
す
る
こ
と
は
全
く
考
慮
に
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
そ
の
母
が
正
式
に
は
「
母
性
を
承
認
」
し
て
い

な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。

第二版「国際私法の基礎理論」

従
っ
て
国
際
私
法
の
本
来
の
素
材
を
な
す
の
は
渉
外
関
係
を
伴
う
事
実
関
係

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紙
触
規
定
は
必
然
的
に
原
理
的
に
は

全
て
の
事
案
を
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
契
約
上
、
契
約
外
の
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る

(
E
C
)
条

約
の
予
備
草
案
(
第
一
条
第
一
項
)
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
国
際
的
」
事
実
関

(
別
}

係
に
明
文
で
限
定
す
る
こ
と
が
条
約
上
の
抵
触
規
定
で
は
行
わ
れ
る
。
国
際
的

事
実
関
係
の
定
義
が
欠
け
て
い
る
の
で
そ
の
条
約
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
英
国
の

裁
判
所
が
二
人
の
外
国
人
の
内
国
で
の
事
故
を
、
一
般
的
な
英
国
の
不
法
行
為

に
対
す
る
連
結
1

1
行
動
地
と
法
廷
地
ー
ー
の
い
ず
れ
も
が
英
国
へ
送
致
し
て

い
る
が
放
に
、
純
内
国
的
事
実
関
係
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。

し
か
し
条
約
は
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
場
合
に
共
通
本
国
法
の
適
用
を
認
め
る

で
あ
ろ
う
(
第
一

O
条
第
二
項
、
第
三
項
〉
。

(
加
)
従
っ
て
誇
張
し
て
述
べ
て
い
る
の
が
謡
、
・
。
。
円
UMη
吉正

E
F
Nロ吋

。ロ円。}。

many--。
m
z
n】
同
町
出
回
出
円
比
一
白
白
血
ロ
ロ
何
色
町
田
回
一
句
伺
い
。
丘
一

N
O
R
岡山九日

(
H
S
S
H
N
H
(
H
N
N
)
U

「
園
内
私
法
は
単
に
国
際
私
法
の
特
別
な
適
用
事

例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
:
-
E
:
分
る
。
」

(
瑚
)
以
下
に
つ
い
て
は

ω
E開
F
N
Z
B
〈
O
司叩ロ

2
2ユ
己
ロ

g
開
巧
の
l

d
g
B
S
E
g
g
s田
口
ぴ
伺
吋
品
目
目

E
Z
Eえ
FOE-目
ω
n
E
E吋
開
口
言
一

k
r
d『

u
s
a
w
m
g
G戸
時

-
C
E
R
S
-
帥

0
4
1
叩
吉
開
口
円
。
宮
田
口
可
-

H

-

Y

D
同

ou--m呉
芯
ロ
ω
(前
出
注
〈
加
)
)
お
戸
の
批
判
を
参
照
せ
よ
。

抵
触
規
定
、
事
項
規
定
と
並
ぶ
第
三
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
し
か
に

(別)。

両
態
様
の
規
定
の
区
別
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
頻
繁
に
実
体

(
仰
)

的
国
際
私
法
、
又
は
国
際
私
法
に
お
け
る
事
項
規
定
、
或
い
は
「
直
接
適
用
規

定
〈
芯
四
日

2
円

E
B
-
-
2門戸
O
ロ即

S
S
E
-丘
四
)
」
を
問
題
と
し
て
い
る
場
合
に

(
釧
)
は

、

乙

担

問

問

F
n
o
ロ
胆
匂
一
吉
田
伊
丹
田
島
町
Z
B
H仲
間

N
F
C
口四

北法34(1・207)207 

V 

よ
り
適
切
に
は
こ
れ
ら
を



挙十

p. 
巾

ーー同
師
ト守、

ro 
ト司s
但

p. 
叩

白
n 
曲c、
同

白5銭G2 E 
彦、ー〆

つ
ま
り
狭
い
(
明
示
又
は
黙
示
の
)
一
方
的
抵

触
規
定
を
伴
う
事
項
規
定
と
よ
ぶ
の
が
よ
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
抵
触
法
の
適

資

用
を
直
ち
に
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
く
特
別
抵
触
規
定
に
よ
り
通
常
紙
触
規
定

(
制
)

を
単
に
代
替
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
ら
は
、
各
実
質
規
定
又
は

事
項
規
定
の
適
用
が
.
多
く
の
事
例
に
お
い
て
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
と
し

て
も
対
応
す
る
法
適
用
又
は
抵
触
規
定
に
依
存
す
る
と
い
う
原
則
を
い
さ
さ
か

も
変
更
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
特
別
抵
触
規
定
は
、
個
々
の
規
定
に
だ
け
関
わ
り
う
る
の
で
は
な
い
点

(
制
)

に
お
い
て
も
一
般
的
抵
触
規
定
と
同
じ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
カ
ル
テ
ル
法
(
の
巧
∞

1
1後
出
注
(
捌
)
)
第
九
八
条
第
二
項
は
こ
の
法
律
の
全
て
の
規
定
に
妥
当
す

る
。
し
か
も
「
直
接
的
適
用
」
の
個
別
事
例
の
う
ち
か
ら
一
般
的
規
則
を
摘
出

す
る
の
が
学
問
の
任
務
で
あ
る
。
即
ち
ど
の
種
類
の
事
項
規
定
に
対
し
て
一
般

に
特
別
の
適
用
規
則
が
妥
当
す
る
の
か
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
適
用
が
認
め
ら
れ

る
為
に
様
々
な
類
型
の
事
項
規
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
内
国
関
連
性
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
も
我
々
は
知
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
れ
ら
の
規
則
は
更
に
一
般
の
低
触
規
定
に
近
付
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
適
用
範
路
に
関
す
る
二
刀
的
規
則
と
共
に
民
施
法
の
大
方
の
一
方
的

紙
触
規
定
も
双
方
的
規
定
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
か
く
て
前
記
。
巧
回
第
九
八

条
第
二
項
か
ら
は
、
競
争
制
限
的
合
意
が
当
該
の
外
国
で
効
力
を
及
ぼ
す
場
合

に
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
外
国
カ
ル
テ
ル
法
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
を
導

{
狐
)

き
う
る
〈

北法34(1・208)208 

個
々
の
事
実
に
お
い
て
内
国
規
定
の
一
方
的
適
用
か
ら
外
国
規
定
の
平
等
の

適
用
へ
の
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
か
は
、
個
止
の
法
分
野
に
お
け
る
国
際
性
の

発
展
段
階
に
依
存
し
て
い
る
。
即
ち
純
私
法
に
お
い
て
は
こ
の
第
一
歩
は
傭
別

的
な
留
保
装
置
の
例
外
を
伴
い
な
が
ら
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
ふ
み
出
さ
れ
て
い

た
。
外
為
法
、
税
法
、
交
通
刑
法
に
つ
い
て
は
様
々
の
条
約
に
よ
り
そ
の
実
現

が
努
力
さ
れ
て
い
る
。
逆
の
場
合
に
双
方
的
低
触
規
定
の
技
術
が
法
廷
地
法
へ

を
妨
げ
な
い
の
と
同
様

の
一
般
的
指
定

(
た
と
え
ば
手
続
問
題
に
つ
い
て
)

一
方
的
抵
触
規
定
の
技
術
は
外
国
法
適
用
の
為
の
こ
の
処
置
を
排
除
す
る

も
の
で
は
な
い
。

国
内
法
へ
あ
る
一
方
的
抵
触
規
定
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
直
ち
に
そ

れ
と
関
連
す
る
国
際
私
法
条
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む

(
制
)

し
ろ

l
iボ
ル
・
ケ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
ー
ー
そ
の
法
律
が
た
と
え
ば
そ

の
内
容
の
放
に
条
約
に
ふ
れ
な
い
か
、
或
い
は
そ
の
条
約
が
国
内
公
序
の
留
保

を
許
し
て
い
る
の
か

(
後
掲
第
五
一
節

W
条
約
上
の
留
保
条
項
参
照
)
、

ま
た

そ
の
法
律
が
こ
の
留
保
に
相
当
し
て
い
る
の
か
を
、
各
々
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

結
局
、

従
っ
て
、
「
直
接
適
用
規
則
」
は
、

あ
ら
ゆ
る
点
で
低
触
法
体
系
に

と
り
込
ま
れ
る
。



一
九
六
五
年
の
ハ

l
グ
養
子
縁
組
条
約
作
成
に
際
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た

「
実
質
的
国
際
私
法
規
則
(
芯
包

2
品
開
。

g芹

g
g
g目H
F
O
ロ

巳

官

Z
P

一
日
制
)

自
国
広
岡
山
色
)
」
は
ま
さ
に
何
ら
の
図
難
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
主
と
し

て
国
際
私
法
に
あ
て
ら
れ
た
条
約
へ
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
国
際
的
に
統
一
的
な

事
項
規
定
を
め
ぐ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(5) 

(
捌
)
従
っ
て

ω
-
E
E吋
(
前
出
注
ハ

ω
)
)
R
Z
-
H
N
は
、
い
さ
さ
か
無
遠
慮
に
特
定

の
音
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
音
の
わ
ず
か
な
時
間
的
ず
れ
に
よ
っ

て
も
全
く
落
ち
着
き
を
失
う
ロ
シ
ア
の
生
物
学
者
パ
ヴ
ロ

7

(
司
担
当
芯
者
〉

の
犬
と
国
際
主
義
者
を
比
較
し
て
い
る
。
即
ち
「
典
型
的
な
実
質
規
則
又

は
典
型
的
な
紙
触
規
則
を
扱
う
法
律
家
は
、
通
常
全
く
幸
せ
か
っ
自
信
に

満
ち
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
も
分
類
さ
れ
え
な
い
ル

ー
ル
に
直
面
す
る
と
そ
の
法
律
家
は
む
し
ろ
困
惑
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
」
前
述

I
末
参
照
。

(
制
)
た
と
え
ば
出
・
回
L
P
C
開
国
(
前
出
注
(
加
)
)
m
u∞
ヨ
伊
丹

Z
国
n
y当
己
的
伺
ロ

山口

Z
・
N

を
み
よ
。

(
制
〉
か
よ
う
に
司
岡
、
F
Z
Q
W
聞
の
〉
関
岡
田
、
戸
田
昨
日
忌
O
江
ゆ
向
山
口
司
巾
ロ
〈
。
戸
市
汁

-m
凹

円
。
ロ
色
丹
凹
品
開
田
回
日
『
回
芯
5
2
(
H
S∞
一
書
評
何
回
σ
m
Z
N
N仏
〔
呂
町
巴

町∞叶見・
)
H
H
l
H町
、
そ
れ
以
来
頻
繁
に
特
に
の
Oロ
2
2
仏巾

]
O
Z
(司
ユ
ロ
a

n仲間

Mg
ぬ
p
p
p
吋
E
H
)
w
g
口一

mhJu-a吋
・
山
口
ゲ
同

(gmehF40時
間
・
(
書
評

閉山田
σ叩-田一円

ωω

〔戸由自由〕

HUA同
時
・
〉
ロ
O
目・白由民・

(
刷
出
)
口
開

Z
O〈
P

U町
-
Hロ
ゲ
ロ

(HU印由
)
H
ω
R・
(
フ
ラ
ン
ス
語
は
百
円

ヨ
乱
山
田
ロ

m
g
呂
田
ロ
ミ
同
〔
H

申

g〕
ωミ
『
ご
と
そ
の
補
遺

mσa.
問。。ぬ・

1
1
〉
Z
U声
明

E
回
開

5
z
n
F
E
Z
百
三
宮
口
出
-
m
N
Z
Z宮
内
出
問
F
S
F汁

第二版「国際私法の基礎理論」

ロ
ロ
仏
国
ロ
君
。
口
広

σ同
門
町
一
印
河
巾
n
p円〈
HU自
由
)
品
川
目
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
化
「
自

己
制
約
的
事
項
規
定
」
は
誤
解
を
招
く
。
蓋
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
こ
れ

で
永
久
に
「
自
己
制
限
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
m
m
)

宮
k
p
d
国
〆
何
回
〈
-
n門
戸
仏
∞

(
H
8
8
8
ω
υ

「
い
わ
ゆ
る
直
接
的
適
用

規
則
は
、
一
方
的
な
:
・
・
:
特
別
の
連
結
規
別
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ

ー

1
5同
E

F

Z
包
・
吋
-
E
.
H
N
.
お

(HSH)ω
お
は
、
「
法
廷
地

法
を
指
示
す
る
不
文
の
(
「
組
み
込
ま
れ
た
」
)
抵
触
規
則
、
一
般
的
規
則

を
損
な
う
特
別
規
則
」
と
い
う
。

〈
制
)
こ
の
場
合
に
は
英
語
で
は

L
o
n
m弘山田山口問
R

又
は
遠
回
目
出
江
戸
口
吋

noロ・

a
E
o
E
s
m
E
Z
E
を
問
題
と
す
る
。

l
lた
と
え
ば
、
同
開

F
F
d
p
H
E
-

m
u
o
g
℃・

F
・

c・
H
m
w
(
沼田由一
}

N
印
同
を
み
よ
。

(
制
)
河
白
}
U
巾}担
N
ω
ω
(同
甲
町
山
由
〉
巴
印

Z
・
日
で
あ
げ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
も
、

国
K

阿
国
国
円
回
開
H
U
‘
吋

2
・
同
日
件
。
己
主
刊
の
司
巾
ロ
N
巾
ロ
岳
山
吋
師
同
国
国
己
山
口
町
四
ロ
岡
山
中

n
v
Z
2
Nロ
ロ
問
、
伊
口
一
一
∞

2
0の師団一〈
O
F河
口

(
5
3一
)
会
(
由
N
)

参
照
。

(
蹴
)
前
出
注
(
川
)
参
照
。

〈
制
)
〉
口
?
ロ
。
n
・
5
ロ
(
H
由
自
己
申
立
・

し
ば
し
ば
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
来
の
国
際
私
法
に

(
抑
)

属
さ
な
い
の
が
、
ヶ

l
ゲ
ル
が
い
う
と
こ
ろ
の
位
階
寝
触
法
で
あ
る
。
た
と
え

VI 
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ば
国
際
法
と
国
内
法
、
国
家
法
と
教
会
法
、
普
通
法
と
個
別
法
、
近
代
的
制
定

法
と
伝
統
的
慣
習
法
の
関
係
に
、
即
ち
、
同
種
で
な
い
源
か
ら
生
ず
る
法
規
定

聞
の
関
係
に
こ
れ
は
妥
当
す
る
。
そ
の
場
合
何
ら
か
の
態
様
の
法
命
題
が
こ
こ

で
は
場
所
的
、
人
的
又
は
時
間
的
な
「
連
結
要
素
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の



料

で
は
な
く
、
全
く
一
般
的
に
(
「
都
市
法
は
ラ
ン
ト
法
を
破
る
」
と
い
う
古
い

ド
イ
ツ
の
原
則
の
よ
う
に
)
、
或
い
は

i
l
国
家
法
と
宗
教
法
の
関
係
に
お
い

資

て
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
1
1
対
象
分
野
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る。
か
く
て
多
く
の
諸
国
は
(
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
共
産
主
義
法
簡
を
除
く
て

婚
姻
締
結
の
方
式
を
少
な
く
と
も
自
由
選
択
的
に
宗
教
法
に
委
ね
て
い
る
。
逆

に
カ
ノ
ン
法
は
婚
姻
の
財
産
法
上
の
効
果
に
つ
い
て
は
世
俗
的
立
法
並
び
に
裁

(
捌
)

判
権
の
管
轄
を
承
認
し
て
い
る
。

時
に
は
「
水
平
的
」
低
触
(
国
際
的
、
地
際
的
又
は
人
際
的
種
類
の
)
は
、

た
と
え
ば
個
別
法
と
(
補
充
的
又
は
優
先
的
に
妥
当
す
る
)
普
通
法
の
聞
の
、

或
い
は
い
わ
ゆ
る
「
植
民
地
的
抵
触
」
の
場
合
に
は
「
土
着
人
」
法
と

z
l
戸

(
川
)

ッ
パ
人
法
の
問
の
、
同
様
な
位
階
抵
触
と
重
な
り
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
笑
態
を
見
誤
る
と
外
国
又
は
内
国
の
抵
触
法
の
検
討
に
際
し
て
誤
解
を
生
み

や
す
い
こ
と
と
な
る
。

(
山
川
〕
間
開
。
開
F
W
問
削

v
m
N
0
・

(
捌
)
一
方
で
は

Z
同
S
E
E
-
ω
g白
昨
日
目
円
宮
町
出
口
弘
同
町

n
z
r
y叩
開

F
2
n
r・

口
町
民
ロ
ロ

m

E
同
四
口
伊
丹
宮
市
吋

m
g
u
y刊
ロ
品
開
吋
包

n
E
H
司
目
S
M
N
N
H
申出回・

ω。
印

(
U
O
吋
門
戸
山
後
注
(
脚
)
参
照
)
と
そ
の
点
に
関
す
る
法
政
策
的
な

り
岡
田

r
Nロ
円
河
町
向
。
司
自
(
前
出
注
(
m
N
)
)
S
R
・
を
、
他
方
で
は
円
回
口
・

5
5
回
目
}
宮

-ML申
告
の
・
戸
ゃ
を
多
照
。
後
者
に
つ
い
て

Z
開
C
同

P
5・

N

ロ
門
口
穴

o
E巴
O
ロ由円巾

nF同
也
市
m
w
m
v
'
H
・。・
h

刻印
σ巾Z
N

ω

。
(
同
由
自
由
〉

A
H
O
(
A
H
H
)
・

(
制
)
勿
論
、
た
と
え
ば
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
フ
ラ
ン
ス
判
例
は
、
い
わ
ゆ
る
植

民
地
的
抵
触

(noロ出品昨

g
z
E巳
)
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
優
位
を

相
当
に
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い
る
。

H
M
同
吋
岡
田
l
M》
』

C
F
ω
町民
C
臼
同
-
阿
国
同
憎

む
担
加
問
。

-zaoロ胡円巾
n
Z
〉
】
伺

2
・同町ロ印

(HS一
{
}
)
、
そ
の
書
評
岡
山
由
V
冊目印

N

ω
印
(
]
{
也
、
口

)
ω
A
F
M
-
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第
二
一
節

類
型
化
か
個
別
化
か

国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
類
型
化
が
な
さ
る
べ
き
か
或
い
は
極
力
各
個
別

的
事
案
に
対
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
法
秩
序
(
「
プ
ロ
パ
l
・
ロ

i
」
)
が
定

め
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
提
起
は
、
全
て
の
紙
触
事
案
に
対
し
て
一
様
な

統
一
的
解
決
方
法
が
決
し
て
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

(
刊
)
る。

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
国
際
私
法
の
任
務
は
、
た
し
か
に
「
い
ず
れ
の
法
律

関
係
に
つ
い
て
も
そ
の
法
律
関
係
が
そ
の
特
有
の
佐
賀
に
従
っ
て
そ
れ
に
帰
属

し
、
或
い
は
服
し
て
い
る
法
領
域
〔
即
ち
法
秩
序
の
場
所
的
妥
当
領
域
〕
(
そ

れ
が
そ
の
本
拠
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
)
が
探
究
さ
れ
る
と
い
う
風
に
」
と
い

(
叫
)

う
一
文
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
自
身
は
各
法
律
関
係
の
「
本
拠
」
が

{
叩
)

採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
「
形
式
的
原
則
」
と
名
付
け
て
い
る
。

蓋
し
、
彼
は
「
本
拠
」
と
い
う
言
葉
を
確
定
さ
れ
る
べ
き
「
特
定
の
場
所
、
個



々
の
法
領
減
と
の
結
合
」
に
対
す
る
別
の
表
現
と
し
て
持
ち
出
し
た
に
す
ぎ
な

(
山
)

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
じ
る
全
て
の
紙
蝕
問
題
の
解
決
の
為
の
(
統
一
的
な
)

実
質
的
原
則
を
見
出
す
こ
と
は
、
「
実
に
個
々
の
法
律
関
係
が
極
め
て
多
様
な

佐
賀
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
の
住
所
に
つ
い
て
共
通
の
徹
底
し
た
原
則
へ
は
ほ

(
抑
)

と
ん
ど
遡
源
さ
れ
え
な
い
が
為
に
」
頭
か
ら
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
正
に
法
律
関
係
の
「
佐
賀
」
を
用
い
る
こ
と
で
他
方
で
は
完
全
に
個

別
事
案
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
規
準
と
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
む
し
ろ
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
国
際
私
法
の
任
務
を
「
法
律
関
係
の
各
P
ラ
ス
に

対
し
て
そ
れ
が
帰
属
し
て
い
る
特
定
の
法
領
域
、
即
ち
い
わ
ば
法
律
関
係
の
本

(
叫
)

拠
、
を
探
究
す
る
」
と
具
体
化
し
て
い
る
。

現
代
抵
触
法
の
大
部
分
は
、

i
l各
類
型
に
対
し
て
特
別
の
連
結
基
準
を
確

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
「
法
律
関
係
」
の
「
ク
ラ
ス
」
又
は
類
型
を
形
成

(5) 

ず
る
と
い
う
サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
原
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
代
え
て

第二版

各
個
別
的
法
律
関
係
、
各
具
体
的
事
実
関
係
に
対
し
て
そ
の
個
別
的
「
本
拠
」
、

即
ち
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
事
案
の
事
情
に
従
え
ば
最
も
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い

「国際私法の基礎理論」

る
法
秩
序
を
探
究
す
べ
き
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
英
国
の
判
例
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
国
際

契
約
法
に
お
い
て
締
結
地
、
履
行
地
及
び
(
海
上
運
送
契
約
に
つ
い
て
)
旗
国

へ
の
連
結
の
争
い
を
事
案
毎
に
特
別
事
情
を
桜
酌
し
て
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と

(
叩
)

い
う
「
契
約
の
プ
ロ
パ

l

・戸

l
」
の
定
式
に
よ
っ
て
相
対
化
し
て
き
た
。
同

様
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
契
約
に
対
し
て
「
重
点
」
文
は
「
連
結
点
の
多
数
」

(
円
四
三
2
1
0同
関
門
恒
三
々
又
は
開
門
O
C
同】片口問。同

noロ
Z
2ろ
の
理
論
が
開
発
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
当
事
者
の
意
思
で
も
締
結
地
又
は
履
行
地

で
も
な
く
て
、
「
硬
直
し
た
一
般
的
規
則
」
か
ら
離
れ
た
「
係
争
案
件
へ
最
も

特
徴
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
」
場
所
が
規
準
と
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
同

一
の
見
解
が
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
理
論
と
は
独
立
に
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
も
、
回
世
間
私
法
の
問
題
性
が
「
極
め
て
紛
糾
し
か
っ
包
括
的
で
あ
る

の
で
、
そ
の
解
決
に
つ
い
て
予
め
一
般
的
規
則
を
立
て
よ
う
と
す
る
こ
と
が
全

(
仰
)

く
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

(
釦
)
国
籍
法
に
お
い
て
は
別
で
、
そ
こ
で
は
専
ら
唯
一
の
(
双
方
的
)
抵
触

規
定
が
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
国
籍
の
取
得
と
喪
失
は
常
に
当
該
国
の
法

に
よ
る
の
で
あ
る
。
後
出
注
(
問
)
を
み
よ
。

(
抑

)
ω
』
〈

H
G
Z
d「
旧
日
誌
・

(
拙
)
〉
・
同
・
。
-
H
N
0
・

(
制
)
〉
・
回
・
。
-
H
(
)
∞・

(
剖
)
〉
・
白
・
。
-
H
M
H
・

(
制
)
〉
・
回
・

0
・
H
H
∞
・
従
っ
て
正
当
に
も
の
O
]
Z
0
・

mロ
n
F
Z
4
2
1
F陣
式
ロ
広

ロ
ロ
円
四
河
巾

n
v
z
Z
2
x
z
z
oロ
日
呂
田
口

mmgmFロ
巾
ロ
ロ
ロ
向
日
吉
同
四
吋
一
ロ

2
E・

g-gHMユ
S可
m
n
z
σ
巳

ω当
日
間
ミ

L
ロ
日
開

E
ロ
目
。
ロ
呂
田
門
広
島
山
田

口
ハ
H
u
d
c
g
R
は
、
「
サ
ヴ
ィ
ニ

1
の
国
際
私
法
理
論
は
、
結
局
法
律

関
係
の
本
拠
の
理
論
と
い
う
よ
り
も
は
る
か
に
僧
別
具
体
的
法
律
関
係
を

法
制
度
又
は
法
律
関
係
の
ク
ラ
ス
へ
分
析
す
る
理
論
で
あ
る
」
と
い
う
結

論
に
到
達
し
て
い
る
(
N
∞)。

(
叩
)
た
と
え
ば

M
3
b
h
w
h
h旬
H
h
R
N
な
さ
J
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〔
]
戸
田
町
品
〕
℃

-

H印
0

・
H
吋
0

・
H

∞O
(

R

U

・



料

〉
・
)
に
お
け
る
(
あ
る
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
に
つ
い
て
の
)
事
情
全
体
の
明

示
の
参
酌
を
参
照
せ
よ
。

「
プ
ロ
パ

1

・ロ

l
」
の
適
用
を
主
張
す
る
の
は
不
法
行
為
に
つ
い
て

も

冨
O
己
広
田
(
後
出
注
(
附
)
〉
が
あ
り
、
婚
姻
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
た

と
え
ば

ωベ
阿
国
♂
吋
宮
町
間
印
回
同
口
広
包
〈
包
広
』
々
。
町
宮
白
同

-H1gm四
日
阿
国
?

【

UOB匂・
F
・
O
-
h
p
(忌印印一〉
H

包
一
時
・
が
あ
る
。

(
制
)
リ
l
デ
ィ
ン
グ
な
の
は
、
フ

7
ル
ド
(
司
C
F
D
)

判
事
の

h
ミ
ミ
H

巳・

み
ミ
h
p
H
N
A
F
Z
.

開
-
N
S
坦
坦

(
Z
.
J
同・

H
由
回
目
)
判
決
で
あ
る
。
こ
の
理

論
は
第
四
節
皿
で
ふ
れ
た
関
連
法
秩
序
の
内
容
的
衡
量
と
同
じ
で
は
な

‘hv 

(
制
)
か
よ
う
に
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
国
O
問
。
，
。
。
国
Z
-

開同日目円白ロ
N
E
-
Z自
己
回

ロ
ロ
品
開
巾
口
町
門
問
看
広
田
町
ロ
凹
n
y
阻
止
(
∞
曲
師
四
日
呂
町
内
山
一
)
己
申
・

資

類
型
化
か
個
別
化
か
の
間
の
決
定
に
際
し
て
は
、
正
に
国
際
私
法
に
お
い

て
こ
そ
事
案
の
多
様
性
が
厳
格
な
類
型
化
の
規
制
に
な
じ
ま
な
い
と
い
う
、
後

H 者
に
有
利
な
事
実
を
劉
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
多
種
多
様
な
資
料
の

う
ち
で
比
較
的
わ
ず
か
の
も
の
し
か
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
、

学
問
及
び
立
法
に
お
け
る
現
実
の
見
通
し
の
貧
し
さ
の
故
に
、
純
概
念
的
に
え

ら
れ
た
、
或
い
は
伝
統
的
に
硬
直
し
真
に
事
理
に
即
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

連
結
規
則
の
危
険
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
と
な
る
。
個
別
化
を
行
っ
て
い
る
イ

ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
、
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
、
様
々
な
契
約

態
様
を
顧
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
純
機
械
的
な
(
締
約
地
又
は
履
行
地
へ
の
)

連
結
に
対
す
る
反
動
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
最
後
に
従
来

北法34(1・212)212 

は
正
義
を
一
般
に
恐
ら
く
あ
ま
り
に
も
「
同
等
の
も
の
が
同
等
に
取
り
扱
わ
れ

(
削
)

る
」
と
い
う
こ
の
う
ち
に
求
め
す
ぎ
て
き
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

他
方
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
民
事
法
に
お
い
て
は

1
1刑
法
で
は
又
別
な
の
か
も
し
れ
な
い
が

|
1
し
ば
し
ば
た
だ
単
に
同
等
の

(
全
く
類
似
の
)
事
案
に
と
ど
ま
ら
ず
同
一
の
宮
町
円

8
5
2
2
a
g江田
nY2))

事
案
、
た
と
え
ば
特
定
の
人
の
成
年
又
は
そ
の
相
続
の
問
題
が
、
様
々
な
機
関

に
よ
り
判
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
取
り
扱
い
の
同
等
性

(Em--

門
町
宮
山

E
m
w
g
c、
つ
ま
り
国
内
的
、
国
際
的
な
判
決
の
同
一
性
が
、
最
大
の

誠
実
さ
と
専
門
知
識
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
主
観
的
要
素
を
は
ら
む
裁
判
官
の

事
案
の
妥
当
性
を
得
ょ
う
と
す
る
努
力
よ
り
更
に
重
要
な
も
の
と
な
る
点
で
あ

る
。
法
的
安
定
性
と
は
単
に
怒
意
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
評
価

に
お
け
る
善
意
に
基
づ
く
宮
口
仲
間
。

B
m
Z
C
主
観
性
の
防
止
で
も
あ
る
。
裁
判

官
は
そ
の
よ
う
な
外
観
を
き
た
す
こ
と
さ
え
も
避
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
故
に
彼
は
、
厳
格
な
拘
束
力
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
立
法
者
や
先
例
の

認
識
し
う
る
評
価
に
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
信
頼
し
う
る
理
論
と
伝

統
」
に
従
う
べ
き
な
の
で
あ
る
(
〔
ス
イ
ス
〕
民
事
法
第
一
条
第
三
項
)
。
国
際

私
法
に
お
い
て
こ
そ
強
度
に
個
別
化
を
行
う
判
例
に
お
い
て
極
め
て
容
易
に

「
自
国
法
志
向
」
(
前
掲
第
七
節

E
)

損
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。

と
実
質
法
的
考
慮
が
判
決
の
同
一
性
を



そ
の
上
訴
訟
経
済
は
個
別
事
案
毎
に
全
て
の
考
慮
さ
れ
る
事
情
の
衡
量
に
際

し
て
要
求
さ
れ
る
程
ま
で
の
配
慮
を
払
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
民
事
法
上
の

事
件
と
い
う
も
の
は
|
|
又
も
や
刑
法
或
い
は
そ
の
著
名
な
理
由
を
伴
う
国
際

法
に
お
い
て
も
別
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が

l
l個
々
の
裁
判
官
、
官
吏
等

が
立
法
者
の
往
々
に
し
て
錯
綜
し
て
い
る
考
慮
を
そ
の
度
に
も
う
一
度
や
り
直

(
知
)

す
こ
と
な
く
簡
単
な
規
則
に
従
っ
て
解
決
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

加
え
て
、
特
に
訴
訟
の
回
避
を
も
た
ら
し
従
っ
て
法
的
平
和
に
資
す
る
解
決
の

予
見
可
能
性
と
い
う
利
益
が
あ
る
。

第二版 (5) 

従
っ
て
争
点
毎
の
事
案
の
妥
当
性
を
犠
牲
に
す
る
一
般
化
が
国
際
私
法
を

含
む
私
法
に
は
あ
る
程
度
つ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
確
固
た
る
規
則
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
り
典
型
的
事
案
を
規
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対

し
て
非
典
型
的
例
外
事
案
に
お
い
て
は
個
人
に
あ
る
種
の
不
衡
平
を
一
般
的
秩

(
担
)

序
の
為
に
甘
受
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
安
全
弁
と
し
て
だ
け
回
避
条
項
を
定
め

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
頻
用
さ
れ
る
ス
イ
ス
民
事
法
第
一
条
第
二

項
は
正
当
に
も
制
定
法
中
の
欠
候
に
つ
い
て
は
裁
判
官
に
「
裁
判
官
が
立
法
者

で
あ
れ
ば
制
定
す
る
で
あ
ろ
う
規
則
に
従
っ
て
裁
判
す
る
」
、
即
ち
た
と
え
ば

個
別
事
案
に
お
い
て
直
ち
に
衡
平
に
従
う
こ
と
な
く
裁
判
す
る
旨
求
め
て
い

る。

「国際私法の基礎理論」

し
か
し
以
下
の
区
別
を
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
既
述
の
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ

リ
カ
の
判
決
が
関
わ
っ
て
い
た
契
約
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
準
拠
法
の
問
題

は
概
ね
直
接
の
契
約
当
事
者
間
の
唯
一
の
訴
訟
に
お
い
て
だ
け
意
味
を
も
っ
。

従
っ
て
契
約
準
拠
法
の
確
定
を
む
し
ろ
裁
判
官
の
(
事
後
の
〉
決
定
に
委
ね

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
1

1
契
約
自
由
の
原
則
と
類
捻
的
に
l
l
l

当
事
者
の
一
義
的
法
選
択
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
さ
え
そ
の
推
定
的
又

は
仮
定
的
意
思
と
そ
の
期
待
が
正
当
な
役
割
り
を
演
じ
て
い
る
(
後
掲
第
三

四
節
)

o

そ
れ
に
反
し
て
人
事
・
家
族
・
相
続
、
注
の
領
域
に
お
い
て
は
、
主
と

し
て
強
行
法
と
、
固
定
的
で
一
義
的
な
規
制
酬
を
必
要
と
す
る
絶
対
的
で
全
て
の

者
に
対
し
て
ず
っ
と
将
来
に
ま
で
作
用
す
る
法
律
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

他
方
で
は
人
事
・
家
族
法
は
、
不
当
な
純
機
械
的
な
連
結
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
決
定
に
対
し
て
特
に
敏
感
で
あ
る
。
取
引
に
お
い
て
は
あ
る
決
定
の
内
容
は

し
ば
し
ば
そ
の
決
定
の
事
実
(
即
ち
法
的
安
定
性
)
ほ
ど
に
は
重
要
で
は
な
い

が
、
人
事
・
家
族
法
に
お
い
て
は
結
果
の
適
切
さ
が
最
優
先
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ

民
施
法
に
お
け
る
国
籍
主
義
が
し
ば
し
ば
制
定
法
に
よ
り
破
ら
れ
る
こ
と
、
公

序
の
留
保
条
項
の
よ
り
頻
繁
な
適
用
、
判
例
に
よ
る
法
律
回
避
の
克
服
が
こ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
ま
さ
に
こ
の
場
合
に
こ
そ
同
時
に
確
実
か
つ
妥

当
な
解
決
を
求
め
て
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
方
の
硬
直
し
た
機
械
的
連
結
競
則
と
事
案
毎
の
裁
判
の
聞
に
、
あ
る
程
度

の
類
型
形
成
か
ら
出
発
し
、
個
別
事
案
の
特
殊
性
を
適
度
に
勘
案
す
る
に
や
ぶ

さ
か
で
な
い
抵
触
法
の
中
道
を
見
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ー
l

即
ち
回
避
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条
項
を
伴
う
規
則
作
り
で
あ
る
(
詳
細
は
後
掲
第
二
四
節
末
及
び
第
四
九
節
)
。

た
と
え
ば
債
務
関
係
の
契
約
債
務
と
契
約
外
債
務
(
又
は
契
約
、
不
法
行
為
、



料

法
定
債
務
)
へ
の
粗
い
分
類
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
内
で
細
分
す
る
こ
と
を
通
じ

て
精
綴
化
さ
れ
る
場
合
、
或
い
は
相
続
法
に
お
い
て
婚
姻
し
て
い
る
被
相
続
人

資

(
そ
の
財
産
は
夫
婦
財
産
法
上
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
)
と
婚

姻
し
て
い
な
い
そ
れ
に
区
別
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
既
に
随
分
と
成
果
が
あ

(
泊
~

が
っ
て
い
る
。
更
に
そ
の
分
類
は
純
演
緯
的
に
国
内
の
法
概
念
に
従
い
行
わ
れ

(
川
町
)

る
べ
き
で
は
な
く
、
具
体
的
法
比
較
に
基
づ
い
て
、
最
も
適
切
に
は
事
実
関
係

又
は
訴
え
の
請
求
権
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際

私
法
規
定
(
管
轄
の
そ
れ
も
)
の
構
成
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
事
実
概
念

訪問
nE-ummユ
⑦
が
「
体
系
概
念
」
に
と
っ
て
代
る
べ
き
で
あ
る
。

(
抑
)
平
等
原
則
の
限
界
に
つ
い
て
は
後
掲
第
四
九
節

E
を
も
参
照
せ
よ
。

(
知
)
肉
声
。
2
8
F
F
H
W
F
』

N
H
S
H
w
g
h
H
(
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
)
日

「
多
く
の
裁
判
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
事
実
の
事
情
の
非
経
済
的
衡

量
に
よ
っ
て
そ
の
抵
触
法
的
正
義
を
実
現
す
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
全
く
荷

が
重
す
ぎ
る
こ
と
と
な
る
。
:
:
・
し
か
し
国
際
私
法
に
お
け
る
精
鍛
な
規

則
の
適
用
と
い
う
要
請
に
は
挑
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
太
字
は
原
文
に
よ

る
)
、
参
照
。

(
鈎
)
「
完
全
は
こ
の
世
に
望
め
な
い
」
と
い
う
の
が
、
同
開
何
回
開
・
円
U
F
a
n巾

。
片
岡
、
国
司

lHNZ-20円
〉

3
5白
n
F
?
の
0
3巾
-
-
F
・剛山

2
・
勾

(
5
2
¥

4
N〉

ω
H日

(
ω
N
N
γ

(
部
)
〈
O
門的

n
E出
血
州
四
:
・
開
門
σ円宮一
Z
H
a〉
〉
・
由
時
・
参
照
。
そ
の
点
に
つ
い

て

Z
国

C
E』
C
P
C
B
a日
間

同

耐

え

oロ
ロ

色

町

田

色

町

z
z
n
y
mロ

HERE

ロ
由
巳
。
ロ
白
】
開
口
開
門

σ円
巾

n
y
H曲
目
一
明
回
目
閉
山

N
H
S
-
0
・
H
N
(
ロ
)
な
ら
び
に
後

出
注
(
別
)
末
参
照
。

(

制

)

閉

山

k
r
R
r
o
z白
z
m
r伊
丹

g
ロ
N

日∞
U

「
健
全
で
前
途
有
望
な
動
向
は
、
帰

納
的
方
法
で
法
的
類
型
毎
に
そ
れ
に
対
応
す
る
抵
触
規
定
を
見
出
す
と
い

う
方
向
を
指
し
て
い
る
。
」
、
参
照
。
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